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は
じ
め
に

ドイツ法における財貨帰属の理論（水樟太郎）

「
物
権
性
（
U
E関
口
。
再
色
）
」
の
本
質
と
は
な
に
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
を
主
唱
者
と
す
る

「
帰
属
論
（
N
Z
2含

gm∞
ぽ
町
。
）
」
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
物
権
性
の
本
質
は
そ
の
「
財
貨
帰
属
機
能

（m
U
5
E
2含
g号
E
ロ
在
。
ロ
）
」
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
は
提
唱
以
来
、
諸
々
の
批
判
に
晒
さ
れ
、
現
在
支
配
的
見
解
と
な
る
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
物
権
性
の
本
質
を
語
る
際
に
は
無
視
で
き
な
い
有
力
な
異
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
批
判
的
吟
味
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
代
表
的
・
標
準
的
文
献
の
う
ち
に
こ
れ
を
承
継
・
発
展
さ
せ
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
他
方
、

わ
が
国
に
お
い
て
、
物
権
性
の
本
質
は
そ
の
帰
属
機
能
に
あ
る
と
一
言
で
断
じ
る
も
の
は
現
在
に
至
る
ま
で
存
し
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
に
類
す
る
考
え
方
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
法
を
「
財
貨
移
転
秩
序
」
と
対
置
さ
れ
た
「
財
貨
帰
属
秩
序
」
の

枠
内
に
定
位
す
る
広
中
俊
雄
の
体
系
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
ひ
ろ
く
注
目
を
集
め
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
物
権
性
本

質
論
と
の
関
係
に
お
い
て
は
い
ま
だ
十
分
に
分
析
・
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
近
時
で
は
そ
も
そ
も
、
物
権
性
の
本
質
そ

れ
自
体
を
議
論
す
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
い
ち
じ
る
し
く
低
下
し
て
い
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
認
識
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
帰
属
論
の
生
成
と
展
開
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
一

つ
が
わ
が
国
の
物
権
性
本
質
論
に
対
し
て
新
た
な
視
点
と
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
問
題
意
識
は
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
帰
属
論
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
論
、
財
産
論
、
金
銭
所
有
論
、
債
権
譲
渡
論
、
債
権
侵
害

論
、
侵
害
利
得
論
な
ど
、
私
法
理
論
の
あ
ち
こ
ち
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
「
帰
属
」
（
な
い
し
「
帰
属
割
当
」
「
割
当
」
）

な
る
概
念
に
つ
き
、
物
権
債
権
峻
別
体
系
と
の
関
係
を
み
す
え
な
が
ら
、
そ
の
意
味
・
位
置
づ
け
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
と
い
う
体
系

的
関
心
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
物
権
的
（
仏
E
m－
－
各
）
」
と
も
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
帰
属
論
と
い
う
素
材
は

こ
う
し
た
関
心
を
充
足
す
る
の
に
格
好
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

∞
R
F
O
R
E
F
F
凶
・
〉
ロ
戸
田
包
E
N
O
C〆
河
口
・
ド
∞
－

M
U
Z自
助
・
注
者
。

F
∞
R
F
O
E
B
F
F
C
Eロ在的回目【目。印刷
N
O
S
F
出
・
〉
ロ
出
J
Z
E。
z
g
M。
。
斗
ゆ
河
口
・
ア
－
P
∞・

ア
∞
一
開

5
8
∞Z
O同－
5
2
0
2
O
R
g
y
－N
・〉
E
J
富
岡
塁
。
宗
巴
ロ
N
。
。
∞
咽
巴
巳
・

2
2
［旨

E
Z自
己
］
戸
出
・
ア
∞
・
凶
凶
∞
】
・

（
4
）
議
論
状
況
に
つ
き
、
舟
橋
諒
一

H

徳
本
鎮
編
「
新
版
注
釈
民
法
刷
物
権
川
物
権
総
則
」
四
｜
一

O
頁
［
舟
橋
諒
二
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
、

瀬
川
信
久
「
物
権
・
債
権
二
分
論
の
意
義
と
射
程
」
ジ
ユ
リ
一
二
二
九
号
一

O
四
｜
一
一
五
頁
（
二

O
O
二
年
）
、
と
く
に
絶
対
性
に
つ
き
、
七
戸
克

彦
「
所
有
権
の
『
絶
対
性
』
概
念
の
混
迷
｜
と
く
に
物
権
の
性
質
論
・
物
権
的
請
求
権
論
・
物
権
変
動
論
に
お
け
る
i
」
山
内
進
編
著
『
混
沌
の
な

か
の
所
有
（
法
文
化
叢
書
一
）
』
二
三
五
｜
二
五
四
頁
（
国
際
書
院
、
二

O
O
O年
）
参
照
。

（
5
）
広
中
俊
雄
『
物
権
法
（
現
代
法
律
学
全
集
六
）
〔
第
二
版
増
補
〕
」
一
五
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
債
権
各
論
講
義
〔
第
六
版
〕
』

五
O
七

五

O
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
、
同
『
新
版
民
法
綱
要
第
一
巻
総
論
」
四
｜
八
頁
（
創
文
社
、
二

O
O
六
年
）

0

（
6
）
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
帰
属
（
呂
田
出
号
E
R
O）
」
を
手
掛
か
り
と
し
た
所
有
権
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
以
前
か
ら
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
片
山
直
也
「
財
産

l
z
g
お
よ
び
宮
E
B
2ロ0
」
北
村
一
郎
編
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二

O
O年
』
一
八
五
一
八
七
頁
（
有
斐
閣
、
二

0
0
六
年
）
お
よ
び
同
所
引
用
文
献
参
照
。

（
7
）
「
帰
属
」
を
め
ぐ
る
訳
語
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
岡
久
和
「
『
価
値
追
跡
』
説
の
展
開
と
限
界
物
権
か
ら
債
権
へ
の
「
格
下
げ
』
問
題
の
克

服
の
試
み
i
」
龍
谷
大
学
法
学
部
創
設
二
十
周
年
記
念
「
法
と
民
主
主
義
の
現
代
的
課
題
』
三
四
七
l
三
四
八
頁
注
一
二
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）

に
有
益
な
指
摘
が
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
各
論
者
の
各
文
脈
に
お
け
る
用
法
を
尊
重
し
、
適
宜
原
語
を
付
し
て
対
応
す
る
と
い
う
方
針
を
と
る
。

帰
属
論
の
萌
芽

ラ
イ
ザ

l
は
、
所
有
権
と
財
産
の
関
係
を
考
究
す
る
際
に
、
所
有
権
を
「
物
の
人
へ
の
帰
属
関
係
（
ポ
吾
巴
町
長
田
2
ι
R
N
g
m
o
F
E
m，

宮
町
）
」
と
規
定
す
る
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
論
者
と
し
て
、
ロ
ー
マ

H
普
通
法
理
論
の
側
か
ら
ヴ
イ
ル
ト
と
プ
リ
ン
ツ
、

ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
の
側
か
ら
プ
ン
ト
シ
ャ

l
ル
ト
の
名
を
挙
げ
た
。
こ
の
時
点
で
は
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
帰
属
論
は
い
ま
だ
主

129 



民事法

張
さ
れ
て
お
ら
ず
、
も
と
よ
り
ラ
イ
ザ
l
も
そ
う
し
た
文
脈
で
紹
介
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
指
摘
を
も
っ
て
、
か
れ
ら

は
帰
属
論
の
先
駆
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
か
れ
ら
の
見
解
を
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。

130 

慶麿の法律学

ロ
ー
マ
H
普
通
法
学

（一）

ロ
ー
マ
法
的
所
有
権
観

ロ
ー
マ
法
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
「
所
有
権
は
元
来
無
制
約
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

け
れ
ど
も
、
所
有
者
が
こ
う
し
た
制
限
を
引
き
受
け
て
い
る
と
き
で
も
、
所
有
者
は
あ
く
ま
で
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
。
典
拠
と
し

て
よ
く
引
か
れ
る
ロ
－

u
p
広
唱
ば
胃
・
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
土
地
の
上
に
他
人
が
用
益
権
（
S
ミ
ミ
ミ
S
）
を
有
す
る
場
合
、
用
益
権

は
所
有
権
（
号
さ
ミ
ミ
同
）
の
一
部
で
は
な
く
役
権
（
足
ミ
き
）
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
土
地
は
な
に
か
そ
の
一
部
が
他
人
の
も
の
と

い
う
の
で
は
な
く
、

3
S
S還
さ
己
さ
さ

ah内
（
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
も
の
）
E

と
正
し
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
物
の
上

に
観
念
さ
れ
る
諸
々
の
権
能
の
う
ち
の
あ
れ
こ
れ
が
所
有
者
に
欠
け
て
い
る
が
、
所
有
者
は
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
」
と

い
う
事
態
を
説
明
す
る
に
は
所
有
権
を
ど
う
定
義
し
た
ら
よ
い
の
か
。
後
期
普
通
法
学
で
は
こ
の
問
題
に
つ
き
多
く
の
取
り
組
み
が

な
さ
れ
た
。
ヴ
ィ
ル
ト
と
プ
リ
ン
ツ
の
見
解
は
こ
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（二）

ヴ
ィ
ル
ト

ヴ
ィ
ル
ト
は
一
八
五
六
年
、
物
権
債
権
峻
別
体
系
に
つ
き
論
じ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
特
色
の
あ
る
所
有

権
論
を
展
開
し
た
。
所
有
権
概
念
を
め
ぐ
る
従
来
の
見
解
は
支
配
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
、
そ
の
「
単
純
な
本
性
」
を
看
過
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
誤
り
の
源
は
、
他
物
権
の
本
質
が
支
配
に
あ
る
こ
と
か
ら
所
有
権
の
そ
れ
も
同
様
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

ぅ
「
根
本
的
錯
誤
」
に
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
支
配
関

で
は
、
ヴ
ィ
ル
ト
の
い
う
「
単
純
な
本
性
」
と
は
な
に
か
。

係
（
国

2
8
E出回
g
吾
巳
昨
日
目
）
」
と
対
置
さ
れ
た
「
付
属
関
係
（
3
3
E
O
R
5吾
笹
口
広
）
」
で
あ
る
。
「
所
有
権
の
本
質
は
、
物
に
関
す
る



支
配
で
は
な
く
：
：
：
法
上
の
付
属
関
係
に
あ
る
」
。
か
の

U－
u
p

－P
ぼ
官
・
は
、
所
有
権
は
物
の
法
上
の
付
属
を
本
質
と
し
、
法
上

の
支
配
は
そ
の
当
然
の
効
果
に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
そ
れ
が
欠
け
て
も
そ
の
本
質
は
害
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
法
文
と

U
・H
P
U
一方

f
u・メ
p
s
u
u・士ゅ
y
h
F
P
凶
を
合
わ
せ
読
め
ば
、
次
の
命
題
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
ロ

l
マ
の
観
念

に
よ
れ
ば
所
有
権
の
本
質
は
」
．
5
宮
高
［
ミ
討
さ
］
と
は
か
か
わ
ら
な
い
、
」
．
8
言
、
内
［
Q
E
S
Q
］
が
す
べ
て
物
に
関
す
る
法
上
の
支
配
を

付
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
争
い
な
い
け
れ
ど
も
、
所
有
権
の
本
質
が
支
配
に
存
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
。

直
接
的
な
証
拠
は
以
上
に
尽
き
る
が
、
傍
証
と
し
て
次
の
諸
点
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
所
有
権
訴
訟
の
性
質
の
相
違
。

ミ
ミ
ミ
込

S
E
と

R
き
き
さ
き
誌
も
S
S
H
は
次
の
点
に
お
い
て
性
質
を
異
に
す
る
。
前
者
で
は
所
有
権
の
本
質
、
法
上
の
付
属
関
係

が
争
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
そ
の
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
役
権
の
存
否
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
効
果
、
法
上
の
支
配
の

ドイツ法における財貨帰属の理論（水i孝太郎）

み
が
争
わ
れ
る
。
両
訴
訟
の
性
質
の
相
違
は
こ
う
し
た
定
式
に
よ
り
は
じ
め
て
正
し
く
表
現
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
②
所
有

権
と
他
物
権
の
関
係
。
も
し
も
所
有
権
の
本
質
を
法
上
の
支
配
と
み
る
な
ら
、
他
物
権
が
存
す
る
際
に
は
そ
れ
が
つ
ね
に
侵
害
さ
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
」
結
論
を
受
け
容
れ
る
の
は
相
当
で
な
い
。
ロ

s宮
高

［
ミ
討
さ
］
の
本
質
は
純
粋
な
支
配
」
「
所
有
権
は
本
質
的
に
は
法
上
の
付
属
関
係
」
し
た
が
っ
て
己
S
S
高
［
む
た
ぬ
き
］
は
物
の
付
属

関
係
と
は
か
か
ら
わ
ず
所
有
権
の
本
質
を
侵
害
し
な
い
」
、
と
い
う
理
性
的
解
釈
の
途
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
③
人
と
物

の
関
係
の
規
定
。
所
有
権
を
「
物
的
な
付
属
関
係
」
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
を
「
人
的
な
付
属
関
係
」
す
な
わ
ち
家
長
が
妻
、
子
お
よ

び
奴
隷
に
対
し
て
有
す
る
さ
き
ミ
ま
た
は
、
。

Hashと
「
同
一
の
理
念
」
を
有
す
る
も
の
と
み
、
こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
人
と
物
の

関
係
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
物
は
わ
た
く
し
の
も
の
、
わ
た
く
し
に
属
す
る
も
の
、
い
わ
ば
わ
た
く
し
の
人

格
の
一
部
、
延
長
さ
れ
た
品
。
で
あ
る
。
：
：
：
物
は
わ
た
く
し
の
人
格
に
法
上
付
属
す
る
。
こ
の
関
係
は
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
一
つ

の
現
実
の
法
関
係
で
あ
る
」
。
④
所
有
権
の
並
存
の
可
能
性
。

§
s
s
sき
ぬ
と
史
認
。
ミ
さ
宮
き
［
市
民
法
上
の
所
有
権
］
と
号
遺
言
吉
選

～s
s
Eミ
ミ
ヨ
［
法
務
官
法
上
の
所
有
権
］
が
並
存
す
る
こ
と
は
、
所
有
権
を
法
上
の
付
属
関
係
と
み
る
場
合
に
の
み
、
正
し
く
解
釈
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
法
上
の
所
有
者
が
手
中
物
を
売
却
し
引
き
渡
し
た
場
合
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
で
は
売
主
は

市
民
法
上
の
所
有
権
を
失
わ
ず
、
買
主
は
法
務
官
法
上
の
所
有
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
が
、
売
主
に
残
存
す
る
市
民
法
上
の
所
有
権

132 

慶醸の法律学

は
買
主
が
市
民
法
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
所
有
権
を
法
上
の
支
配
と
み
る
な
ら
こ
の
関

係
を
適
切
に
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
市
民
法
上
の
所
有
者
は
物
に
関
す
る
支
配
を
ま
っ
た
く
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
依
然
と
し
て
所
有
者
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
所
有
権
構
想
を
占
有
の
概
念
に
反
映
さ
せ
れ
ば
、
占

有
と
は
「
有
体
物
と
の
た
ん
な
る
事
実
上
の
付
属
関
係
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日

プ
リ
ン
ツ

ヴ
ィ
ル
ト
に
遅
れ
る
こ
と
約
二

O
年
、
ブ
リ
ン
ツ
は
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
第
一
巻
の
改
訂
の
際
に
ヴ
ィ
ル
ト
の
構
想
を
受
け
容
れ
、

次
の
よ
う
に
説
い
た
。
所
有
権
と
は
、
「
有
体
物
と
人
と
の
法
上
の
結
合
（

5吋

E
E
g
m）
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
「
付
属
、

帰
属
（
司

2
5
R
N
c
m
o
g
A
E件
）
」
と
表
記
さ
れ
る
。
①
元
来
包
括
的
な
力
か
ら
一
次
的
に
導
か
れ
た
も
の
と
し
て
人
と
人
と
の
結

合
で
あ
る
吉
守
宮
、
。

SH号、

sssと
同
列
に
お
か
れ
る
一
方
、
②
所
有
権
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
「
権
能
と
権
力
（

F
P官
Z
m
o

g－
冨
宮
町
守
巳
－
E
5
5
0
5
2
8）
」
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
る
他
物
権
と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
そ
し
て
、
③
占
有
は
こ
う
し
た
構
想

に
相
応
し
て
「
有
体
物
と
人
と
の
事
実
上
の
結
合
」
と
規
定
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
所
有
権
は
物
と
人
と
の
結
合
と
規
定
さ
れ
る
の
か
。
所
有
権
で
は
「
結
合
」
か
ら
「
利
用
権
と
処
分
権
（
凸

om片言。宮’

g仏
〈

OEmgm∞
gpm巴
ロ
）
」
が
当
然
の
も
の
と
し
て
生
じ
る
。
両
者
の
関
係
、
利
用
権
と
処
分
権
は
合
わ
せ
て
「
支
配
（
Z
2
2
宮
田
）
」

と
表
現
す
る
の
が
一
般
だ
か
ら
要
す
る
に
、
「
結
合
」
と
「
支
配
」
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
両
者
は
「
二
つ
の
異
な
る
事
柄
」
で

あ
り
、
「
所
有
権
の
本
質
」
は
後
者
で
は
な
く
前
者
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
支
配
に
依
拠
し
て
所
有
権
を
定
義
す
る
す

べ
て
の
努
力
は
実
際
ま
た
無
益
な
も
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
で
は
「
支
配
な
き
所
有
権
（
臣
官
ロ
百
回
。
E
0
5
5
S島
）
」
が
存
す
る
と
い

う
事
実
を
捉
え
き
れ
な
い
。

U
・

3
L
P
N
U
官
さ
ら
に

U
・
h
F
P
主
唱
凶
を
参
照
す
れ
ば
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
所
有
権
に



と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
支
配
で
は
な
く
、
結
合
で
あ
る
」
。
な
る
ほ
ど
、
「
占
有
権
と
取
戻
権
（
回
g
R
g’
g巴
〈
百
島
t

g
B
E
Bの
宮
）
」
は
所
有
権
の
本
質
に
属
し
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
所
有
権
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
利
用
権
と
処
分
権

が
所
有
権
の
本
質
に
属
さ
な
い
と
い
う
解
釈
と
も
、
所
有
権
の
本
質
が
た
ん
に
物
と
人
と
の
法
上
の
結
合
に
存
す
る
と
い
う
規
定
と

も
矛
盾
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
占
有
権
と
取
戻
権
は
利
用
権
と
処
分
権
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
は
法
上
の
結
合
と
同
一
の
も

の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
は
る
か
以
前
に
ヴ
ィ
ル
ト
博
士
は
所
有
権
の
本
質
が
結
合
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
か
れ

は
支
持
者
を
え
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
か
れ
の
見
解
が
無
価
値
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。

2 

ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク

（一）

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

ゲ
ル
マ
ン
法
的
所
有
権
観

ド
イ
ツ
古
法
で
は
ロ

l
マ
法
的
観
念
と
は
異
な
り
、
所
有
権
は
け
っ
し
て
元
来
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
所
有

権
と
制
限
物
権
の
間
に
は
「
程
度
の
差
」
し
か
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
中
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
の
多
様
性
を
特
徴
づ
け
る
も

の
の
一
つ
と
し
て
、
「
法
圏
（
同

2
5町
g
）
」
す
な
わ
ち
「
特
定
の
法
関
係
に
関
す
る
特
別
法
」
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

レ
l
ン
法
（

Z
Z
Bの
宮
）
は
封
主
H
封
臣
関
係
の
法
、
家
人
法
（
ロ

5
2’

荘
園
法
（
出
島
R
E）
は
グ
l
ツ
ヘ
ル
H
農
民
関
係
の
法
、

日
各
丹
）
は
家
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
法
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

般
法
で
あ
る
ラ
ン
ト
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
「
一
つ
の
法
圏
の
内
部
で
与
え
ら
れ
た
最
高
の
権
利
」

を
所
有
権
と
み
る
観
念
が
形
成
さ
れ
た
。
家
人
法
に
お
け
る
「
内
部
所
有
権
（
宮
急
号
’
巴

mg）
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
内
部
」
と
い

う
の
は
そ
れ
が
あ
く
ま
で
当
該
法
圏
内
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
所
有
権
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

一
人
の
人
聞
が
同
時
に
す
べ
て
の
法
圏
に
属
す
る
と
と
も
に
、

プ
ン
ト
シ
ャ

l
ル
ト
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プ
ン
ト
シ
ャ

l
ル
ト
が
一
九
二
二
年
、

N
岡
山

c
o
o
s－
〉
宮
・
上
に
公
刊
し
た
「
中
世
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
人
法
に
お
け
る
『
内
部
所
有
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権
』
」
は
内
部
所
有
権
研
究
の
基
本
文
献
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
副
題
が
示
す
よ
う
に
「
所
有
権
理
論
へ

の
寄
与
」
に
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
ロ

l
マ
H
普
通
法
学
の
指
導
的
学
説
に
し
た
が
い
、
所
有
権
を
「
物
の
上
の
支
配
」
と
規
定
す

る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
理
論
は
こ
う
し
た
「
権
能
（
玄
宮
町
号
o
E
m
E
m
）
」
と
し
て
の
「
『
主
観
法
［
権
利
］
』
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
一
次
的
作
用
と
し
て
人
と
物
を
法
上
互
い
に
結
び
つ
け
る
「
客
観
法
規
定
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
規
定
の

目
的
は
こ
の
結
合
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
、
権
利
は
こ
の
目
的
の
充
足
の
た
め
に
は
じ
め
て
作
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
所
有
権
の

「
二
重
の
意
味
」
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
根
本
的
規
定
的
関
係
」
な
い
し
「
内
面
」
と
し
て
は
「
結
合
、
帰
属
、
管

轄
（

5
号
宮
内
宮
口
伊
NgmoF
宝
m
r
o
p
N
E音
色
m
E同
）
」
、
②
「
主
観
法
関
係
」
な
い
し
「
外
面
」
と
し
て
は
「
所
有
者
の
全
権
能
の
総
体
」
、

両
者
は
、
②
は
非
所
有
者
も
有
し
う
る
の
に
対
し
て
、
①
は
あ
く
ま
で
所
有
者
の
み
が
有
し
う
る
、
と
い
う
関
係
に
た
っ
。

［ロ

l
マ
H
普
通
法
学
の
側
で
も
］
「
プ
リ
ン
ツ
は
こ
の
重
要
な
真
実
を
意
識
し
て
い
た
」
が
、
内
部
所
有
権
研
究
か
ら
も
そ
の

正
当
性
は
実
証
さ
れ
る
。
中
世
の
法
的
確
信
は
ラ
ン
ト
法
と
競
合
す
る
特
別
法
、
つ
ま
り
第
二
の
客
観
法
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

「
第
二
の
所
有
権
」
、
ラ
ン
ト
法
と
無
関
係
の
特
別
な
家
人
法
上
の
内
部
所
有
権
を
観
念
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
家
人
は
法
律
行

為
の
際
に
は
自
己
の
主
人
と
の
関
係
で
す
ら
所
有
者
と
し
て
登
場
す
る
、
「
法
は
主
人
の
所
有
権
を
無
視
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実

か
ら
な
に
よ
り
も
説
得
的
に
証
明
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
も
ラ
ン
ト
法
の
み
か
ら
考
察
し
た
り
、
発
生
法
源
の
相
違
を
無
視
す

る
な
ら
、
内
部
所
有
権
は
主
人
の
所
有
権
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
所
有
権
の
性
格
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

主
観
法
［
権
利
］

H
権
能
H
支
配
で
は
な
く
、
客
観
法
H
結
合
H
帰
属
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
内
部
所
有
権
が
「
所
有
権
」
と
語
ら

れ
て
い
た
事
実
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
プ
ン
ト
シ
ャ

I
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
内
部
所
有
権
研
究
か
ら
え
ら
れ
る
教
示

は
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
［
所
有
権
は
］
人
と
物
を
法
上
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
所
有
者
は
自
己
の
所
有
権
を

客
観
法
の
適
用
の
一
次
的
作
用
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
す
る
と
い
う
解
釈
」
、
第
二
に
、
「
所
有
権
関
係
に
お
け
る
帰
属
と
権
力
の

法
上
の
区
別
、
す
な
わ
ち
支
配
が
帰
属
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
帰
属
が
支
配
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
。
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ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

T
E
d－∞
HNと
自
国
ゆ
〉
ユ
・
3
開仲間山
g
Z
E
E－
百
一
司
自
N
∞
何
回
目
白
戸
回
目
白
河
（
国
gmw－y
m
E
E
2
2
m
Z
B
Z
E
O回国
g
p急
三
刊
号
ロ
各
店
同
色
白
印

N守
干
ロ
ロ
仏

国
自
号
E
E
Z
号回目白’

S
色
K
F
C
回目白
E
o
p
回
仏
・
戸
∞
O同－
5
3
N。
温
∞
・
ゴ
M
4
ゴ
凶
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
①
ラ
イ
ザ
l
の
問
題
意
識
は
所
有

権
と
財
産
の
関
係
に
あ
る
、
②
た
い
て
い
の
社
会
学
で
承
継
さ
れ
て
い
る
一
般
の
用
法
で
は
両
者
は
同
一
視
さ
れ
、
「
『
所
有
権
』
は
物
的
支
配
で
は

な
く
対
象
そ
れ
自
体
」
と
呼
ば
れ
る
、
③
法
学
で
も
当
初
は
こ
う
し
た
同
一
視
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
、
近
時
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法

典
の
巴
m
g
E戸
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
の

a
g号
戸
イ
ギ
リ
ス
法
の
胃
8
0
3判
は
こ
う
し
た
思
考
を
承
継
し
て
い
る
、
④
「
物
と
物
の
上
の
権
利
の
区

別
」
が
所
有
権
に
も
貫
徹
さ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
成
果
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
土
地
上
の

g
S
F
動
産
上
の
。
巧
5
a
F苦
も
ほ

ぼ
同
一
の
意
味
を
有
し
て
い
る
、
⑤
こ
の
区
別
は
「
支
配
権
（
出

0
5。
E
B閉
店
各
同
）
と
し
て
の
所
有
権
」
と
い
う
観
念
を
維
持
す
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
対
立
す
る
見
解
が
あ
る
、
⑥
こ
の
文
脈
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
本
文
で
み
た
所
有
権
を
「
物
の
人
へ
の
帰
属
関
係
」

と
規
定
す
る
見
解
で
あ
り
、
そ
こ
で
挙
げ
た
論
者
の
ほ
か
、
イ
タ
リ
ア
ロ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
に
属
す
る
シ
ャ
ロ

1
ヤ
、
ポ
ン
フ
ァ
ン
テ
を
引
い
て
い
る
、

⑦
ラ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
前
説
は
後
説
よ
り
も
「
解
釈
論
上
の
明
確
性
と
利
便
性
」
に
お
い
て
優
位
に
た
っ
、
な
ぜ
な
ら
、
人
へ
の
帰
属
と
い
う
す

べ
て
の
財
産
客
体
に
関
す
る
形
式
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
限
ら
ず
、
同
時
に
、
所
有
権
関
係
の
特
別
な
内
容
を
指
示
し
、
交
替
可
能
性
の
あ
る
主
体

の
代
わ
り
に
物
そ
れ
自
体
と
そ
こ
に
生
じ
た
関
係
の
内
容
上
の
相
違
を
強
調
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（

9
）
 

8 

因。

5
ω
B開
H
n
z
E
F
E皇
室
5
5ロ
含
∞
R
F
O
R
E宮
田
両
百
円
。
宵
宮
の

F
E－－
w回。ユ
5
3
2
w
己
ω）唱∞．。明ロ．己一』。∞。叫〉－内出問同唱ロ
g
巴∞
g
Eロ
ω－∞

凹己
σ』0W丹吟〈町回同
N
2
E一
Nロ∞－四－の町
0仲ロ∞
0』可
ω∞自吋、阿

4

明
－
ロ
．
土
（
以
上
、
帰
属
論
前
史
と
し
て
ラ
イ
ザ
l
の
参
照
を
指
示
）
一
」
『
加
－
．
担
己
。
『
』
包
∞
η
E戸
U
包
凹
己
σ」。
E
守
0同戸町。
F件－
B
－4
。
N
g
ニR
窓口町件目的
0
3
S
E
m－

p
v
R
m
g
N
R
m
R
V
Z
F
g同時
my
国－
u
∞
w切。ュ
5
3
J可

Jア∞・
h
E
B広明ロ・

2
u
切
O
B
R
開。
B
E
g
s
F
回円四－

HJ刊一∞
R
Z
R
2
v
f
－
－
〉
戸
－
－
U
P
U－
〉
ロ
戸
回
0
5

3
∞ア∞

B
E
E
R
E
F
E
Z回
目
’
出
馬
ON］

・

E
・
5
h・
5
∞
（
以
上
、
ラ
イ
ザ
l
を
帰
属
論
に
着
目
し
た
最
初
期
の
文
献
と
し
て
引
用
）
・

（
叩
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
J

色
・
回
O
B
E
E
者同
z
g
g
E）－
FO官
σ宮
町
色
2
3
E
o
E
O
R
E
F
F
。
・
〉
ロ
戸
∞
仏
－

F
p
g
w
p三脚・冨・

3
0少
。
広
斗
酒
∞
・
∞
ヨ
’
∞
凶
∞

百円同∞・∞凶∞明白－

hfω
・∞凶∞’∞
3

E
－
P
N
F
ω
・∞ヨ岨∞・∞凶∞’∞
3

E
－u
・
ち
な
み
に
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
こ
の
問
題
を
、
所
有
権
の
定
義
に
3
吉

田RVE
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
す
べ
き
と
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
と
は
「
吉
田
回
忌
に
物
に
つ
き
そ
の
諸
々
の
関
係
の

13う



い
て
ν

!.l~
エ
ド
蝶
~
栴

E;;輔
自
毛
布
岩
｛
~fil布

~E;;..lJが
崎
製
~
J

~
1
寄

s;;:-.＇
リ
リ

!.l
”an

sich“
..lJti

「
堀
込
在
海
難
と
よ

Iド
!.l~

エ
い
に
0
~
岩
｛
同

会
1畢
々
e
崎
~
I
J
~
f
;
~
~
!
_
l
~
エ
ド
藤
田
J
布
告
。
~
~
堅

s:::--~J
..lJ
；
二
小
報
担
~
エ
~
小
却
が
時
~
E
;
;
~
~
時
。

。m－
山明跡眠

Karl Julius Gott
企
ied

WIRTH, Beitrage zur Systematik der romischen Civilrechts insbesondere hinsichtlich obligatorischer u
n
d
 dinglicher 

Rechte, Erlangen 1856. 

（ロ）
WIRTH, Systematik, S. 

2
8
・32,

Zit. 
S. 

29, 32. 

（ロ）
WIRTH, Systematik, S. 

3
2
・40,

vgl. a
u
c
h
 S. 

VII, Zit. 
S. 

36, 37, 38, 39. 

（さ）
WIRTH, Systematik, S. 40-43, Zit. S. 40. 

(
 ~）
 

Alois BRINz, L
e
h
r
b
u
c
h
 der Pandekten, 2. Aufl., Bd. I, 

Erlangen 1873. 

(;:::) 
B

聞
z,

Pandekten2 I,§ 
64, S. 

210, §
 130, S. 

470, §
 135, S. 

492, §
 185, S. 

756, Zit. 
S. 

210, 470, 492, 756. ;.D.¢：！＞ぺ!.2’
尽
鍾
~
t
i
棋

11握
..lJ

ti1t6 0
 ~'
V
跡
指
時
栓
帳
・
盤
長
会

J..lJ
0
ν
エ
~
o
リ
I
J
~
当
’

1韮
~
蝶

..lJ君
事
手
難
先

l凶
亘
キ

1：
ド
「
達
率
蝶

J
1
：起

f;-f主張む
..lJ

＿＿）
ν
’
＠
布
、
と
♂
会
e

（＝） 
制貯紐川出

e
睡刷咽

現
-11

E;;-R 
(rechtliche Macht, p

o
s
s
e
）
’

 1
：起

!.l
ti actio in 

rem, ~
ニ
ド
エ

t
i
1
J
~
!
l
~
き
吋
い
’
⑮

1
iWE;;

塀！！§
E;;
岩
型
選
（

B
e
白
gnisse,

lie ere) 

申
紳
う
ご
い
エ

~IJ..lJf;r毛
布
~
壊
が
時

!1心
勾
宮
崎
。

Alois
BRINz, L

e
h
r
b
u
c
h
 der Pandekten, 1. 

Aufl., Abt. I, 
Erlangen 1857, §

 49, S. 
174. 

B
悶
N
Z
,
Pandekten2 I, 

§
 130, S. 

4
7
0
・475,

Zit. 
S. 

472, 473. 

~-11 !10
ニ
ド
当
’

vgl.
Heinrich MITTEis/Heinz LIEBERICH, Deutsches Privatrecht: 

ein 
Studienbuch, Juristische Kurz-Lehrbucher, 8. 

Aufl., M
i
i
n
c
h
e
n
 1978, K

a
p
.
 2
5
 II 

Vor-2, S. 
84, Zit. 

S. 
8
4
 
（
単
位
（
出
崎
監
＝
~
壬
単
調
揺
『

2ム
ヤ
ト
誕
出
量
三
極

J
1
 ~（
11 

1
 ~（111国

’
1

 ~（
同
町

揺：出
111

〔
霜
判
記

P
1
~
1
(
1
社
〕
［
糠

111握
e
羅
指
］

)
 ;
 rn., 

Deutsche Rechtsgeschichte: ein Studienbuch, Juristische Kurz-Lehrbucher, 
18. 

Aufl, M
i
i
n
c
h
e
n
 1988, Kap. 3

0
 I

 1, 
Kap. 31 

I
 3
 b), S. 

2
1
0
・213,

226, Zit. 
S. 

2
2
6
 
（
劇
~rn:g憎

活
指
『
ニ
ム
ヤ
ト
規
事
以
麗
縄
〔
部
恒
握
〕

j
1
1
1
0
~
 

-
1
1
1
1
0
’
11111-¥-l

一
川
11
＜
町
’

11111
＜
岡
信
組
！

〔
嶺
判
記
’

1~-\-l1
叶
〕
［
線

1
1
崖
e
寵
揺
］
）

（じ）

（
~
）
 

Paul PUNTSCHART, D
a
s
 ,,lnwarts-Eigen“

i
m
 osterreichischen Dienstrecht des Mittelalters: 

Ein Beitrag zur Eigentums-Theorie, in: 
Z
R
G
 

G
e
r
m
.
 Abt., Bd. 4

3
 (1922), S. 

6
6
・102.

P
U
N
T
S
C
H
A
R
T’”

Inwarts-Eigen“，
S
.
6
6

帽6
8
,
9
3

・99,
Zit. 

S. 
94, 96, 99. 

PUNTSCHART, ,,lnwarts-Eigen", S. 
100-102, vgl. S. 

6
8

・93,
Zit. 

S. 
100, 

101, 
102.

布
~
－

ト
入
ム
，
入
品
’
~
~
ミ
ム
士
主
歪
詰
在
~
増
豊
富

~.g~..lJ当
事
量
ヰ
ヰ

（
~
）
 

（足）

（目）



た
文
脈
で
、
所
有
権
と
支
配
の
関
係
に
つ
き
、
所
有
権
は
原
初
的
な
い
し
典
型
的
に
は
支
配
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
支
配
の
理
念
と

所
有
権
の
実
際
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
ま
れ
で
は
な
い
と
し
、
論
証
と
し
て
、
社
会
の
不
満
を
抑
え
そ
の
安
定
を
図
る
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
「
ラ

イ
エ
関
係
（
U
F
2
0岳
巳

E
5
0）
」
（
処
分
権
の
容
認
が
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
）
を
引
い
て
い
る
（
∞
・
ま
’
ま
）
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

帰
属
論
の
起
点

ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
は
み
ず
か
ら
の
帰
属
論
を
展
開
す
る
際
に
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
の
論
文
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

一
九
四
一
年
に
ロ
何
者
に
掲
載
さ
れ
た
「
財
産
帰
属
の
手
段
と
対
象
と
し
て
の
債
権
｜
｜
債
務
法
と
物
権
法
の
間
の
区
別

の
批
判
へ
の
寄
与
｜
｜
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l
は
同
年
、
『
ド
イ
ツ
財
産
法
の
体
系
に
つ
い
て
一
検

討
と
提
案
』
と
い
う
著
書
を
、
次
年
、
〉
も
に
お
い
て
「
物
概
念
、
物
の
単
位
お
よ
び
物
の
帰
属
」
と
い
う
論
文
を
公
刊
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
論
考
は
い
ず
れ
も
ナ
チ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
法
改
革
（
同
2
E
0
3
2
0
2お
）
」
運
動
に
向
け
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

帰
属
論
と
の
関
係
で
は
「
債
権
」
『
体
系
』
「
物
概
念
」
合
わ
せ
て
三
部
作
と
い
う
べ
き
内
容
を
有
し
て
い
る
。
当
人
の
言
を
無
視
し

て
、
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
に
影
響
を
与
え
た
の
は
こ
れ
ら
の
三
論
考
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
三
論
考
は
帰
属
論
を
体
系
的
に
展
開
し
た
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
基
本
的
に
は
各
々
の
主
題
に

即
し
て
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
帰
属
論
に
関
わ
る
論
旨
を
析
出
・
総
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

へ
と
い
う
体

要
点
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
「
帰
属
」
概
念
は
、
物
権
法
と
債
務
法
か
ら
「
財
産
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」

系
再
編
の
う
ち
の
、
前
者
に
お
け
る
基
本
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
権
法
の
財
産
秩
序
へ
の
再
編
は
次
の
よ

う
に
し
て
志
向
さ
れ
る
。
現
行
体
系
の
問
題
性
と
そ
の
歴
史
規
定
性
を
提
示
し
、
物
H
有
体
物
の
法
か
ら
無
体
物
お
よ
び
そ
れ
ら
の

総
体
を
も
含
ん
だ
財
産
の
法
へ
の
拡
張
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
。
以
下
で
は
、
現
行
体
系
の
問
題
性
と
歴
史
規
定
性
の
分
析
、
新
た
な
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体
系
構
想
の
順
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

138 

現
行
体
系
の
問
題
性

ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
B
G
B
）
は
物
を
有
体
物
に
制
限
し
、
有
体
物
上
の
権
利
の
法
す
な
わ
ち
物
権
法

を
債
務
法
と
対
置
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
態
度
は
適
切
で
な
い
。

対
象
と
し
て
の
債
権

債
権
も
「
直
接
的
な
（
「
物
権
的
な
』
）
財
産
帰
属
（

5
5
c
m
o
g
N
g
Eロ
g
m）
の
対
象
」
す
な
わ
ち
「
土
地
・
物
そ
の
他
の
財
産
構

成
要
素
の
よ
う
に
、
と
く
に
処
分
と
責
任
さ
ら
に
ま
た
執
行
の
対
象
」
と
な
り
う
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
債
権

を
「
債
務
者
債
権
者
間
の
相
対
的
な
請
求
権
関
係
」
と
み
、
「
財
産
対
象
」
と
し
て
の
側
面
を
十
分
に
顧
慮
し
て
い
な
い
。
権
利
用

益
権
・
権
利
質
権
、
権
利
果
実
、
債
権
譲
渡
、
非
権
利
者
処
分
な
ど
の
規
定
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
い
し
周
辺
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
次
の
事
態
に
か
ん
が
み
れ
ば
こ
う
し
た
取
扱
い
に
は
問
題
が
存
す
る
。
①
債
権
譲
渡
が
債
務
法
に
組
入
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
処
分
を
め
ぐ
る
規
律
に
は
不
当
な
混
乱
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
日
常
の
取
引
観
念
で
は
物
と
債
権

が
同
一
視
さ
れ
、
良
い
債
権
・
悪
い
債
権
、
売
掛
の
帰
属
・
譲
渡
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
租
税
法
、
強
制
執
行
法
、
公
用

収
用
さ
ら
に
貸
借
対
照
表
で
も
債
権
は
物
と
同
列
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
④
抵
当
権
は
土
地
の
代
位
物
で
あ
る
賃
料
債
権
お
よ
び

保
険
金
債
権
に
も
及
び
、
用
益
権
に
も
対
応
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
⑤
賃
貸
人
の
地
位
の
移
転
の
際
に
賃
料
債
権
の

事
前
処
分
が
絶
対
効
を
も
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑥
信
託
に
お
け
る
受
託
者
に
属
す
る
債
権
の
規
律
、
そ
し
て
最
後
に
、
⑦

有
価
証
券
制
度
で
あ
る
。

口
無
体
物
一
般
・
財
産
・
特
別
財
産
・
営
業

こ
の
よ
う
に
債
権
す
ら
原
則
的
に
財
産
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
以
上
、
自
然
力
、
精
神
的
産
物
、
取
引
機
会
と
い
っ
た
他
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の
無
体
物
が
そ
う
し
た
取
扱
い
を
受
け
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
財
産
、
特
別
財
産
お
よ
び
営
業
に
つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
。
特
別
財
産
に
関
す
る
代
位
規
定
、
世
襲
農
地
と
諸
々
の
付
属
財
産
を
一
体
的
な
権
利
対
象
と
し
て
把
握
す
る
世
襲
農
地

法
、
建
設
融
資
を
可
能
に
す
る
た
め
に
地
上
権
を
不
動
産
と
み
な
す
地
上
権
令
は
数
少
な
い
例
外
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
財
産
概
念

の
原
則
的
不
顧
慮
」
は
次
の
よ
う
な
難
点
を
招
来
す
る
。
①
私
法
上
の
地
位
の
公
的
な
義
務
拘
束
は
財
産
概
念
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

正
し
く
把
握
で
き
る
、
こ
う
し
た
義
務
は
一
般
に
個
物
上
の
所
有
権
で
は
な
く
包
括
的
な
財
産
的
地
位
と
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
、
②
財
産
概
念
を
無
視
す
る
と
、
特
別
財
産
、
営
業
と
い
っ
た
家
族
財
産
法
、
相
続
法
お
よ
び
商
法
上
不
可
欠
な
「
目
的
的
に
結

合
さ
れ
た
財
産
の
ま
と
ま
り
」
を
体
系
の
中
心
と
し
て
把
握
で
き
な
い
、
こ
れ
ら
は
た
い
て
い
様
々
な
種
類
の
対
象
の
動
的
な
結
合

体
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
無
体
物
が
し
ば
し
ば
そ
の
中
核
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
③
財
産
概
念
の
不
顧
慮
は
「
個
人
責
任
の

対
象
」
と
い
う
執
行
法
、
破
産
法
お
よ
び
実
体
法
に
と
っ
て
共
通
す
る
財
産
の
基
本
的
使
命
を
く
も
ら
せ
る
、
だ
か
ら
今
日
で
は
家

族
財
産
法
、
相
続
法
、
商
業
財
産
、
世
襲
農
地
に
お
け
る
責
任
に
関
す
る
問
題
は
体
系
上
見
通
し
が
悪
く
統
一
的
に
把
握
で
き
な
い
。

日
問
題
性
の
要
点

現
行
法
の
問
題
性
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
は
「
物
権
す
な
わ
ち
財
産
権
の
一
段
面
」
「
有
体
的
対
象

（
『
物
』
）
上
の
絶
対
権
」
の
み
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
個
々
の
財
産
構
成
要
素
と
し
て
の
物
で
は
な
い
対
象
（
自
然
力
、
精
神

的
産
物
、
取
引
機
会
、
権
利
）
」
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
財
産
、
特
別
財
産
あ
る
い
は
営
業
と
い
う
体
系
上
の
基
本
概
念
」
を
知
ら
な

い
。
「
今
日
の
体
系
は
財
産
帰
属
の
基
本
問
題
を
物
権
法
に
お
い
て
十
分
に
は
受
け
止
め
て
い
な
い
」
、
す
な
わ
ち
「
個
人
あ
る
い
は

団
体
の
物
的
設
備
は
社
会
に
お
け
る
そ
の
経
済
社
会
上
の
使
命
を
充
足
す
る
た
め
に
存
す
る
、
と
い
う
財
産
の
社
会
上
の
基
本
的
機

能
に
盲
目
で
あ
る
」
。
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ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
民
法
典
の
体
系
は
歴
史
的
に
み
て
け
っ
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
o

H

「
財
産
」
の
体
系

ガ

l
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
（
E
h
H
凡
さ
芯
詩
句
）
』
は
、
「
人
の
法

C
E
R
a
sむ
さ
き
）
」
（
第
一
章
）
と
対
比
さ
れ
た
「
物
に
関
す
る
法

ぐ．
5
ミ
ミ
ミ

S
Rミ
ミ
ミ
）
」
（
第
二
章
、
第
三
章
）
を
有
す
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
物
（
さ
）
」
に
は
「
無
体
物
宏
之
言
。
号
。
ミ
2
）」

も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
相
続
法
も
相
続
財
産
の
取
得
と
し
て
包
括
承
継
の
観
点
か
ら
こ
こ
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
債
務
法

も
独
立
の
章
を
形
成
し
て
お
ら
ず
こ
れ
ら
と
一
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
「
物
の
上
の
物
的
権
利
と
し
て
の
」
．
8
吉
誌
の
概
念
は

古
典
法
で
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
口
町
、
内
～

vsと
い
う
表
現
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の

慶醸の法律学

『
物
権
法
（
∞
R
Z
R
R
Z）
』
と

ま
っ
た
く
な
に
も
の
も
共
有
し
な
い
」
、

C
S
S
平
忌
ぽ
色
。
と
い
う
対
照
法
も
知
ら
な
い
：
：
：
、
債
務
法
は
物
権
法
と
と
も
に
人

の
法
と
対
置
さ
れ
る
た
だ
一
つ
の
財
産
法
（
E
N
G
2
5
5
。m
o
E
B
E
）
を
形
成
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
ユ
ー
ス
テ
ィ
l
ニ
ア
l
ヌ
ス

帝
の
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

l
テ
ィ
オ
1
ネ
ン
体
系
も
、
一
見
す
る
と
明
確
を
欠
い
て
い
る
が
、
同
一
の
基
礎
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
解
を
承
継
す
る
の
は
自
然
法
で
あ
る
。
「
自
然
法
理
論
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
自
然
法
的
諸
立
法
で
は
§
ミ
ミ
尽
き
あ
る
い

は
出
m
g
E
E
は
一
貫
し
て
、
普
通
法
に
お
け
る
よ
う
に
有
体
物
上
の
物
的
権
利
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
財
産
（
〈
0
5
c
m
g）
と
い

う
に
値
す
る
も
の
を
有
し
て
い
る
」
。
自
然
法
は
「
社
会
の
（
も
と
よ
り
構
成
さ
れ
た
）
政
策
秩
序
の
描
写
」
を
そ
の
体
系
構
成
の
原

理
と
す
る
。
こ
の
原
理
か
ら
財
産
を
「
人
に
帰
属
し
て
い
る
諸
対
象
の
す
べ
て
の
範
囲
」
と
規
定
し
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
正
当
に

指
示
す
る
と
と
も
に
、
な
か
ば
無
意
識
的
に
、
ド
イ
ツ
私
法
の
最
良
の
伝
統
を
普
通
法
に
抗
し
て
擁
護
・
保
存
し
て
い
た
。
そ
こ
で

は
「
広
い
」
「
機
能
的
な
」
物
概
念
お
よ
び
所
有
権
概
念
が
採
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
構
想
は
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
に
は
じ
ま
り
、
プ

ー
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
体
系
を
経
由
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
A
L
R
）
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
（
A
B
G
B
）、

ラ
ン
ス
民
法
典
（
C
C
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
体
系
配
列
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
こ
つ
に
区
別
で
き
る
。

フ

一
つ
は
、



イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

l
テ
ィ
オ
l
ネ
ン
体
系
を
承
継
し
、
相
続
法
と
契
約
法
（
財
貨
交
換
法
）
を
所
有
権
取
得
原
因
と
し
て
財
産
法
に

と
り
こ
む
も
の
（
グ
ロ
l
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
）
、
も
う
一
つ
は
、
所
有
権
法
と
契
約
法
を
独

立
し
た
も
の
と
し
て
構
想
し
、
財
産
秩
序
と
契
約
秩
序
を
対
立
さ
せ
る
も
の
（
プ
i
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
体
系
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民

法
典
）
。

（二）

「物
H

有
体
物
」
の
体
系

で
は
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
物
が
有
体
物
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
「
財
産
法
の
物
権
法
へ
の
衰
弱
」
の
萌
芽
は
中

世
ロ

l
マ
法
学
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
体
系
の
範
を
形
成
し
た
の
は
、
［
市
民
法
の
体
系
化
を
強
力
に
推
進
し
た
人
文
主
義
者
］

ア
l
ペ
ル
の
『
法
学
に
適
用
さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
論
（
ミ
ミ
ぎ
忌
ミ
忌
ミ

S
E
h
S
H
Sむ
と
き
－
喝
さ
号
ミ
E
ミ
ミ
s
s
s
§
E）
』
で
あ
る
。

の
詩
句
は
［
有
体
物
上
の
］

§
s
s
s
s
の
不
精
確
な
表
示
で
あ
り
、
意
味
に
即
し
て
い
え
ば

ア
i
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
『
法
学
提
要
』

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

こ
れ
と
対
置
さ
れ
る
べ
き
は

R
き
で
は
な
く
。
立
命
ミ
芯
で
あ
る
、
『
法
学
提
要
』

は
概
念
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
混
同
し
て
お
り
、

こ
の
限
り
で
一
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
ま
は
じ
め
て
、
口
町
、
。
～

vsと
い
う
古
い
章
立
て
の
財
産
に
関
す
る
叙
述
が
た
ん

や
っ
と
い
ま
、
財
産
法
は
有
体
的
対
象
の
法
へ
衰
弱
し
た
。
い
ま
を
も
っ
て
、

S
Sさ
と
お

R
a
g
b戸

債
務
法
が
、
論
理
上
の
対
立
項
と
し
て
、
絶
対
権
と
い
う
こ
の
狭
め
ら
れ
た
概
念
と
対
置
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
」
。

ア
1
ベ
ル
の
体
系
構
想
は
、
の
ち
の
普
通
法
体
系
を
絶
え
間
な
く
規
定
す
る
と
と
も
に
、
ダ
ル
エ
ス
・
ネ
ッ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト
と
い

っ
た
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
後
期
自
然
法
に
波
及
し
、
そ
こ
か
ら
歴
史
法
学
派
の
端
緒
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た

構
想
が
「
撤
回
の
余
地
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
」
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l
が
『
現
代
ロ

l
マ
法
体
系
（
∞

E
S母国
Z
E
F
m
S
E
E
R
v
g

rsg）
』
に
お
い
て
こ
の
構
想
を
「
意
思
支
配
（
ヨ
ロ

g島
2
8宮
田
）
と
し
て
の
主
観
法
［
権
利
］
の
規
定
と
結
合
し
た
と
き
」
で

あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ

l
は
、
意
思
支
配
の
対
象
を
「
不
自
由
な
自
然
」
と
「
他
人
」
に
区
別
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
一
定
の
空
間
的

な
る
物
権
法
に
な
っ
た
。
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範
囲
の
み
を
支
配
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
『
限
界
づ
け
ら
れ
た
不
自
由
な
自
然
の
部
分
』
（
す
な
わ
ち
有
体
物
）
」
［
括
弧
は
ヴ
ィ
ア
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ツ
カ
l
の
補
足
］
を
「
物
（
∞
R
Z）
」
と
呼
び
、
「
物
の
上
の
権
利
（
同
2
E
S
号円∞
R
F
O
）
」
を
権
利
の
第
一
形
式
と
規
定
す
る
。
「
ど

の
よ
う
に
し
て
有
体
的
対
象
上
の
主
観
法
［
権
利
］

C
．5
宮
高
）
が
最
上
位
の
区
分
の
基
礎
と
な
り
、
物
概
念
が
財
産
概
念
を
根
絶

し
て
い
く
の
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
今
日
他
人
そ
れ
自
体
は
支
配
で
き
な
い
以
上
、
支
配
の
対
象
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は
他
人
の
個
々
の
行
為
に
限
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
他
人
の
個
々
の
行
為
に
対
す
る
支
配
関
係
」
を
「
債
権
（
Cσ

－g
g
D）
」
と
規

定
す
る
。
以
上
か
ら
、
財
産
は
「
人
の
物
権
と
債
権
の
総
計
」
と
理
解
さ
れ
る
。
「
こ
の
一
方
的
で
あ
る
が
透
徹
し
た
体
系
上
の
基

本
思
考
の
構
成
」
す
な
わ
ち
「
狭
い
物
概
念
お
よ
び
物
権
概
念
と
い
う
論
理
純
粋
主
義
（
Z
官。｝
5
2
2
E
g）
」
は
、
パ
ン
デ
ク
テ

ン
体
系
、
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
、
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
の
よ
う
な
地
方
特
別
法
へ
と
突
き
進
み
、
最
後
に
は
ド
イ
ツ
民
法
典
に
結

実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
両
体
系
の
相
違

こ
う
し
た
二
つ
の
体
系
の
相
違
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

通
か
ら
出
発
す
る
体
系
」
で
あ
り
、
「
物
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
財
産
法
（
あ
る
い
は
『
所
有
権
法
』
）
」

を
有
す
る
。
他
は
、
「
私
法
を
主
観
法
［
権
利
］
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
り
区
分
す
る
体
系
」
、
こ
れ
は
財
産
法
を

C
．5
宮
高
（
『
物

権
』
［
有
体
物
上
の
物
的
権
利
］
）
と
。
守
口
同
む
き
（
『
債
権
』
）
の
聞
を
対
比
す
る
原
理
」
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。

一
は
、
「
社
会
秩
序
に
お
け
る
財
産
と
財
貨
の
流

「
財
産
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」

以
上
の
考
察
か
ら
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
は
、
物
権
法
と
債
権
法
の
対
置
に
換
え
て
新
た
な
体
系
の
提
示
を
試
み
る
。

論
理
と
機
能

3 「
民
法
財
産
法
体
系
の
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
批
判
の
素
材
を
も
与
え
る
。
債
務
法
と
物
権
法
の
聞
の
区
別
は
、
体
系
の
な

か
で
社
会
の
現
実
を
描
写
せ
よ
、
と
の
要
求
に
十
分
に
応
え
て
い
な
い
。
こ
の
区
別
は
財
産
法
を
、
財
産
の
社
会
的
機
能
（
E
N
S

－o
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EHME5ロ
）
が
表
れ
な
い
論
理
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
－

a
E
Z同
号
明

3
8）
に
よ
っ
て
分
割
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
現
代

の
体
系
の
第
一
の
使
命
は
「
物
権
法
と
い
う
未
完
成
の
作
品
を
財
産
秩
序
の
法
へ
と
補
充
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
こ
の
法
領
域
で
は

総
財
産
、
特
別
財
産
、
営
業
、
こ
れ
に
続
い
て
土
地
、
船
舶
、
商
品
そ
の
他
の
動
産
、
支
払
手
段
、
債
権
そ
の
他
の
権
利
お
よ
び
こ

れ
ら
以
外
の
財
産
構
成
要
素
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
日
常
的
あ
る
い
は
経
済
上
の
用
法
に
し
た
が
い
こ
れ
を
「
所
有
秩
序
（
開
拓

g
’

E
5
2
E
g
m）
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
、
所
有
権
の
も
と
で
は
有
体
物
上
の
権
利
の
み
を
理
解
す
る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
の
法

学
者
の
根
強
い
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
生
じ
う
る
誤
解
を
排
斥
す
る
に
は
む
し
ろ
「
財
産
秩
序
（

5
5
。m
O
5
2含
g
m）
」
と
い
う
ほ
う

が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
機
能
に
着
目
す
れ
ば
、
財
産
秩
序
と
体
系
上
の
統
一
体
を
形
成
す
る
の
は
債
務
法
で
は
な
く
契

約
法
で
あ
る
か
ら
、
物
権
法
を
財
産
秩
序
に
よ
り
補
充
し
た
の
と
は
反
対
に
、
債
務
法
か
ら
不
法
行
為
法
を
切
り
離
し
、
こ
れ
を

「
交
換
法
（
巴
自
g
g
oの
宮
）
」
、
法
的
に
い
え
ば
「
契
約
秩
序

2
2
5唱
2
含
g
m）
」
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
産

法
は
次
の
両
秩
序
に
区
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
方
で
は
、
財
産
お
よ
び
そ
の
構
成
要
素
の
人
へ
の
物
的
帰
属
（
財

産
秩
序
）
、
他
方
で
は
、
金
銭
お
よ
び
信
用
取
引
を
含
め
た
給
付
交
換
の
契
約
（
契
約
秩
序
）
」
。
以
上
の
よ
う
に
、
新
た
な
体
系
は
徹

底
し
て
論
理
よ
り
も
機
能
を
重
視
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。

口
三
つ
の
体
系
構
想

こ
の
よ
う
に
財
産
秩
序
と
契
約
秩
序
を
区
分
す
る
と
し
て
も
、
体
系
再
編
の
際
に
は
次
の
三
つ
の
途
が
残
さ
れ
て
い
る
。
川
「
契

約
法
を
『
静
的
な
』
所
有
権
法
［
財
産
秩
序
］
に
組
み
込
む
」
方
法
（
と
く
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
）
、
こ

れ
と
は
反
対
に
、

ω
「
少
な
く
と
も
動
産
法
を
財
貨
交
換
法
［
契
約
秩
序
］
に
組
入
れ
る
」
方
法
（
と
く
に
プ
ラ
ン
ト
の
提
案
）
、
［
中

間
的
な
も
の
と
し
て
］
、
同
「
財
産
秩
序
と
契
約
秩
序
の
聞
を
財
産
帰
属
と
財
貨
交
換
、
双
方
の
現
実
の
機
能
領
域
を
写
し
取
る
も

の
と
し
て
二
区
分
」
す
る
方
法
（
と
く
に
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
体
系
）
。
こ
の
う
ち
支
持
さ
れ
る
の
は
仙
で
あ
る
。
川
に
よ
れ
ば
、

交
換
と
信
用
を
め
ぐ
る
取
引
が
本
性
上
独
自
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
相
続
法
の
財
産
秩
序
へ
の

143 
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組
入
れ
も
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
家
族
財
産
法
と
の
社
会
的
な
関
連
性
が
覆
い
隠
さ
れ
る
。
凶
は
、
財
貨
流
通
の
運
動
性
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
る
。
①
物
権
契
約
の
独
自
性
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
動
産
所
有
権
移
転
の
効
果
は
契
約
当
事
者
間
の
原
因

行
為
の
弁
済
に
組
み
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
対
象
の
財
産
へ
の
帰
属
を
規
定
す
る
と
い
う
独
自
の
機
能
を
有
す
る
、
つ

ま
り
、
交
換
契
約
を
直
接
の
取
得
原
因
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
財
貨
交
換
法
の
み
を
構
想
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
②
動
産
所

有
権
を
契
約
秩
序
に
吸
収
す
る
一
方
、
不
動
産
所
有
権
そ
の
他
の
す
べ
て
の
対
象
を
財
産
法
に
残
す
と
い
う
な
ら
、
正
当
な
根
拠
な

く
、
財
産
帰
属
の
統
一
的
概
念
か
ら
個
々
の
構
成
要
素
が
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、

ωが
正
当
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
物
権
法
と
債
務
法
の
対
比
に
つ
き
静
止
性
と
運
動
性
あ
る
い
は
永
続
性
と
暫
定
性
を
引
き
合
い

に
出
す
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
二
つ
の
秩
序
の
対
比
は
本
来
的
に
は
こ
の
こ
と
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
商
人
の
取

引
に
お
け
る
債
権
・
商
品
・
金
銭
の
帰
属
は
け
っ
し
て
静
止
的
あ
る
い
は
永
続
的
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
財
産
秩
序
に
お
け

る
機
能
は
土
地
そ
の
他
の
確
固
と
し
た
財
貨
と
ま
っ
た
く
同
様
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
財
産
秩
序
と
契
約
秩
序
の
聞
を
二
つ
に

区
分
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
全
財
産
法
に
お
け
る
以
下
相
互
の
社
会
的
な
基
本
問
題
が
体
系
上
明
確
に
写
し
取
ら
れ
る
一
一
は
、
民

族
同
胞
（
あ
る
い
は
目
的
的
に
結
合
さ
れ
た
特
別
財
産
）
の
財
産
設
備
（

5
5
c
m
o
E
g
g
s
g口
問
）
、
他
は
、
国
民
経
済
に
お
け
る
給
付
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回
転
の
手
段
と
し
て
の
交
換
契
約

esaNa号
誌
の
）
で
あ
る
」
。

日
結
論
の
定
式
化

以
上
の
考
察
か
ら
、
新
た
な
体
系
が
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
。
「
前
書
」
「
序
編
」
「
第
一
編
人
と
財
産
」
「
第
二
編
家
族
と
家

財
」
「
第
三
編
団
体
」
と
い
う
全
体
系
の
う
ち
、
「
財
産
法
の
体
系
」
は
第
一
編
に
お
け
る
「
第
一
章
民
族
同
胞
」
「
第
四
章
損
害

調
整
」
の
聞
の
二
つ
の
章
、
す
な
わ
ち
「
第
二
章
財
産
秩
序
」
と
「
第
三
章
契
約
秩
序
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
「
財
産
秩
序
」
は

「
第
一
節
財
産
」
と
「
第
二
節
個
々
の
財
貨
」
に
区
別
さ
れ
、
「
財
産
」
で
は
「
第
一
款
財
産
能
力
」
「
第
二
款
総
財
産
」
「
第
三
款

特
別
財
産
と
営
業
」
「
第
四
款
他
人
の
財
産
の
管
理
」
「
第
五
款
財
産
移
転
」
「
第
六
款
不
当
利
得
」
、
「
個
々
の
財
貨
」
で
は
「
第



一
款
土
地
」
「
第
二
款
船
舶
」
「
第
三
款
動
産
」
「
第
四
款
金
銭
そ
の
他
の
支
払
手
段
」
「
第
五
款
財
産
権
」
「
第
六
款
そ
の
他
の
財

産
対
象
」
が
規
律
さ
れ
る
。
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（
刀
）
初
版
か
ら
第
五
版
す
な
わ
ち
生
前
最
終
版
ま
で
は
帰
属
論
の
定
式
が
示
さ
れ
た
あ
と
、
し
。

g
a
r
E与
さ
の
宮
司
5
R
F
a
F
u
m君
主
弘
同
E

と
付
記

さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
論
文
が
本
文
の
二
箇
所
で
引
用
さ
れ
て
い
た
。
者
盟
国
富
〉
ZXゆ
円
。
宵
ぎ
の
F
J
o
ド
〈
。
三
ご

Nu
∞
・
少
∞
一
日
・
弘
R
F刊号。。伊丹
f
o
N咽

〈
。
三
＝
ド

ω・
少
∞
・
し
か
し
、
死
後
第
一
版
で
は
補
訂
者
に
よ
り
一
箇
所
の
引
用
が
落
と
さ
れ
、
同
第
二
版
す
な
わ
ち
最
新
第
七
版
で
は
す
べ
て
の
引

用
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
現
在
で
は
ヴ
ィ
ア
ツ
カ

l
の
影
響
は
み
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
者
自
国
Z
E
Z記
・
問
者
盟
国
富
〉
zz－∞
RFO号
2
Z
J唱
。
ド

〈
OF
ロ
－
の
）

Y
∞・∞－ニ一

5
・温∞
R｝

MORRZJONu
〈。
F
F
F
∞・。，＝－

（
お
）
司
自
Ntヨ
E
宗
F
E
o
F丘
2
5
m
胆
Z
5
5－
z
E
C
o
m
g
m
g豆
島
R
F
5
0∞
g
∞
Nロ
。
丘
ロ
ロ
ロ
∞
一
巴
ロ
回
2
5
m
N
R
F
E
W
色
白
白
星
耳
目
。
F
O
E
S
m

N
3
2
v
g
∞
岳
己
骨
O
O
Z
S仏∞目。
F
8
8の
戸
百
一

U
E究
室
・
。
（
－
玄
】
）
唱
∞
・
品
。
ふ
少
百
一
（
U
F
E
E自
宅
R
E
E
E日
開
（
z
a
m・
）
崎
町
三
5
5
v
o
p
E
m
g

（
3
E’3
b）
h
gロ
w
p己目－

z－M
C
C
O
湖
∞
・
凶
出
B

凶
凶
凶
［
以
下
論
文
集
よ
り
引
用
］
・
こ
の
論
文
の
綿
密
な
紹
介
・
検
討
と
し
て
、
林
良
平
「
物
権
関
係
債

権
関
係
の
交
錯
1

ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l
氏
の
民
法
改
組
に
関
す
る
提
言
の
紹
介
」
斎
藤
還
暦
「
法
と
裁
判
』
三
七
一
1
1
1
1

四
O
一
頁
（
有
斐
閣
、

二
年
）
。

一
九
四

24 

－UEロ
N
耳
目
R
E
F
N
Z
E
∞百円
O
B
母
国
号
ロ
仲
間
nvoロ
〈
の
口
出
C
M山

Oロ回目の
F
F
円。号
N布
。
門
店
。
町
広
三
回
目
。
ロ
閉
め
VmwERYO
∞
E
e
m
p
国・］
M
A
r

円
OFHUNG
－。
h
F
R

2
2
Eロ
君
。
ロ
mhZF吉
田
（
国
a
m
Y
N
E
E呂田の
F
o
p
E
3
8
（－

3
品目

3hFN）唱明日ロ
W
Eユ胆－

z－M
。。。

h
・
5
斗
ム
凶
。
［
以
下
論
文
集
よ
り
引
用
］
・

（
お
）
明
E
目
当
相
R
E
m－
E
。
5
o
m
E月
Enyo仲ロ
F
S
S仏
∞
宮
町
g
Eロ
g
m唱百一〉の同
J
E－－品∞（
3
S）温∞・
3
ム。品・

（
お
）
ヴ
ィ
ア
ツ
カ
！
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
帰
属
論
批
判
を
取
り
上
げ
る
際
に
そ
の
文
脈
の
な
か
で
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
法

解
釈
学
的
見
地
か
ら
客
観
的
な
分
析
を
行
う
。
こ
の
問
題
に
つ
き
一
般
に
は
、
五
十
嵐
清
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
法
学
者
ナ
チ
ス
私
法
学
の
功
罪
を
中

心
に
」
『
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』
一
ー
ー
一
二
頁
（
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
）
［
初
出
、
一
九
六
四
年
］
［
戦
前
・
戦
後
の
論
考
を
概
観
、
「
ナ
チ
ス
私

法
学
の
積
極
的
建
設
者
」
と
し
つ
つ
、
具
体
的
秩
序
思
想
・
民
法
体
系
再
編
成
な
ど
の
特
徴
を
比
較
法
的
視
座
か
ら
相
対
化
し
、
急
激
な
社
会
変
動

に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
「
要
す
る
に

B
G
B
の
発
展
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
］
、
赤
松
秀
岳
「
ナ
チ
ス
法
学
と
物
権
・
債
権
峻
別
論
」
『
物
権
・

14う
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一
般
に
は
、
権
利
の
体
系
の
確
立
い
か
ん
と
い
う
視
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
赤
松
秀
岳
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
・
債
権
峻
別
論
の
展
開
」
「
物

権
・
債
権
峻
別
論
と
そ
の
周
辺
』
三
l
六
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
［
初
出
、
一
九
八
七
年
］
、
犀
利
な
分
析
と
し
て
、
筏
津
安
恕
『
私
法
理
論

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
契
約
理
論
の
再
編
｜
ヴ
オ
ル
フ
・
カ
ン
ト
・
サ
ヴ
ィ
ニ

l
l』
（
昭
和
堂
、
二

O
O
一
年
）
、

HEU己
目
ペ
宮
島
町
。
唱

U
R
E
S－

佳
明

5
5各
目
。
－
骨
二
号
書
店
吉
田
仲
F
0
3
0
5仏
全
o
z
g－S
E
E
R
gロ仏
2
5号
お
き
8
5
5
5
5
5
E
Z
5
R
E
P
E。
旦
君
主
月
間
E

S
仏
∞
主
唱
予

〉
客
自
己
g
m
oロ
自
同
円
。
。
町
仲
間
三
回
目
。
ロ
国
各
創
出
－
R
F
g
c
E
E－a
g
p円閉め
v
g
mゆ切仏・∞
p
g
o
z
g
S
N
C
S・
問
題
は
両
者
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
水
津
太
郎
「
物
権
債
権
峻
別
論
の
意
義
と
限
界
」
三
色
旗
七
一
六
号
一
一
一
九
頁
（
二

O
O七
年
）
で
一
つ
の
見
方
を
示
し
た
。

（
ロ
）
者
団
R
E
F
E
E
o
Eロや∞・凶凶。一回）－
h
百件。

F
∞・凶∞凶’凶∞

hFL∞
令
凶
∞
〆

NPω
・凶∞凶’

M∞
少
凶
∞
少
凶
∞

P
3
9
5
J
∞
R
5
0宮
内
円
∞
－

M∞’
3
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
般
民
法
典
の
位
置
づ
け
は
、

5
・・

3
凹
件
。
戸
∞
・
凶
∞
凶
と
∞
・
凶
∞
吋
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
前
者
に
よ
っ
た
。
己
」
∞
百
件
。
戸
∞
・
凶
∞
斗
一
司
ロ
・
凶
は
、

ド
マ
が
財
産
法
を
債
務
法
と
相
続
法
に
区
分
し
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ン
は
両
者
を
財
産
法
に
引
き
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
後
者
に
し
た

が
っ
た
と
す
る
。

（日）

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

垣間
R
E
F
∞ヨ
S
F
∞・凶∞
Y
凶
∞
十
嵐
少
凶
∞
。
，
凶
遣
し
門
戸
∞
－

M∞品目凶∞戸凶∞
P
3
9
5
J
r
s
g
mユ
月
∞
・

3
・ア
l
ベ
ル
と
サ
、
ヴ
ィ
ニ

l
に
つ
き
、

Ja－－

言。
Z
J
Z
5
2
5
5
E
m
o
N
O室。ロ唱
P
F
E・－
g
（
至
。
）
ゅ

E
o
E。
F
P
T
S
∞

2
3温

N－H
o
m
s－〉
σ
f
E－
は
（

SUU）
w
g
…。同
A
F
E
R
E

∞ogmwVB同一
m
o
S
E
o胃
2
仏
02MOCO円。ロ色
og聞の
FBHMEJS可
。
。
宮
田
明
。
回
忌
芯
z
p
o
o
Eロ∞
8
3
3唱
∞
・
ム
十
三
唱

5
斗’

E
凶・

（M
M
）
耳
目
R
E
F
S凹HOE－
m－
M∞
P
N
F
∞・凶∞

N・

（
お
）
項
目
R
R
E
a
m
s－
・

5
8
5
U
U
5
E
g
p
f
g戸
∞
・

5
・
き
’
凶
器
w

宣

告

ぃ

。

3
ま
い
ご
・
さ
い
お
い
ま
・

（
M
）
項
目
h
R
E
F
S間同
05・∞－
M
3
E
3
p
d目・∞・凶∞
P
M∞ヂ凶∞寸咽
N
F
∞・

3
P
3凶
・
ヴ
ィ
ア
ツ
カ
l
の
体
系
構
想
は
広
中
俊
雄
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
。

広
中
自
身
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
構
想
を
は
じ
め
て
公
に
し
た
の
は
一
九
六
六
年
の
講
演
、
し
か
し
「
実
質
的
に
は
、
ぼ
く
の
記
憶
で
は
［
昭
和
］
四

O
年
［
一
九
六
五
年
］
ご
ろ
に
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
着
想
」
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
ヴ
ィ
ア
ツ
カ
l
の
そ
れ
よ
り
二
五
年
ほ
ど
遅
い
が
、
ア
イ
デ
ア
の

源
は
「
ド
イ
ツ
で
大
分
前
に
行
わ
れ
始
め
た
不
当
利
得
法
の
議
論
［
類
型
論
］
」
と
い
う
の
み
で
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
（
同

「
民
法
の
体
系
的
把
握
の
道
程
に
つ
い
て
『
債
権
各
論
講
義
』
の
最
終
分
冊
か
ら
民
法
総
論
へ
」
「
民
事
法
の
諸
問
題
（
広
中
俊
雄
著
作
集
四
）
」

五
三
四
五
三
六
頁
〔
一
九
九
四
年
、
創
文
社
〕
［
初
出
、
一
九
九

O
年
］
）
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
類
型
論
が
展
開
さ
れ
た
の
は
帰
属
論
よ

り
後
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
次
稿
で
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

147 



民事法

（
幻
）
当
日

R
E
F
S
a
o
F
∞・古品目品
N
Y
N
F
∞
・
お
れ
ア
ム
ば
・
本
文
は
『
体
系
』
の
提
案
で
あ
る
が
、
「
物
概
念
」
論
文
で
は
「
個
々
の
財
貨
」
す
な
わ
ち

「
財
産
対
象
」
に
つ
き
詳
細
な
分
析
・
検
討
を
く
わ
え
た
あ
と
、
条
文
の
ス
タ
イ
ル
で
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
。
胆
な
い
し
竺
の
項
目
を
順
に
挙
げ
る

と
、
「
財
産
構
成
要
素
」
「
公
の
目
的
規
定
に
よ
る
取
引
無
能
力
」
「
土
地
」
「
土
地
構
成
部
分
」
「
集
合
物
」
「
物
構
成
部
分
」
「
金
銭
」
「
商
品
」
「
従
物
」

「
土
地
の
従
物
の
特
殊
性
」
「
果
実
」
。
冒
頭
規
定
「
財
産
構
成
要
素
」
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
「
財
産
に
は
、
土
地
、
物
［
動
産
］
、
支
配
さ
れ
た
自
然
力
、

権
利
な
ら
び
に
精
神
的
産
物
、
取
引
機
会
お
よ
び
割
当
て
の
よ
う
な
そ
の
他
の
対
象
が
属
す
る
」
O
B－－

r岳
宮
mロ
月
∞
－
－
O
N
E
－。少
N
F
∞・

5
M・

148 

慶醸の法律学

四

帰
属
論
の
展
開

ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
の

ヘ
ッ
ク
、
ラ
イ
ザ
l
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
本
格
的
体
系
書
で
あ
り
、

一
九
五
一
年

『
物
権
法
体
系
書
』
は
、

に
初
版
が
出
版
さ
れ
て
以
来
、
第
四
版
に
お
い
て
書
名
が
『
物
権
法
」
に
変
更
さ
れ
、

六
版
で
補
訂
者
に
よ
り
二
巻
に
分
け
ら
れ
た
が
、
第
七
版
の
際
に
ふ
た
た
び
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
現
在
こ
の
一
九
九
八
年
版
が
最

新
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
初
版
か
ら
最
新
版
ま
で
基
本
構
想
に
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
帰
属
論
に

一
九
八
六
年
に
著
者
が
急
逝
し
た
あ
と
、
第

関
す
る
補
訂
者
、
か
れ
の
息
子
H
・
P
－
ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
は
、
父
の
主
張
の
骨
子
を
維
持
し
つ
つ
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
ク
ス
ト
を

し
ば
し
ば
大
き
く
改
変
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
次
の
方
針
を
と
り
た
い
。
著
者
自
身
の
最
終
版
、
第
五
版
を
基
礎
と
し
て

叙
述
し
、
初
版
以
来
の
か
れ
に
よ
る
改
訂
に
つ
い
て
は
有
意
な
も
の
を
脚
注
で
取
り
上
げ
、
補
訂
者
に
よ
る
変
更
は
次
稿
で
ま
と
め

て
取
り
扱
い
、
本
稿
で
は
脚
注
の
な
か
で
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
は
初
版
の
「
序
言
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。
「
わ
た
く
し
は
体
系
構
築
に
つ
き
物
権
法
の
両
支
柱

と
し
て
の
『
帰
属
』
と
『
物
権
的
請
求
権
』
の
う
ち
に
、
物
権
法
と
債
務
法
の
関
係
と
い
う
困
難
な
問
題
の
解
決
と
実
際
上
意
義
深

い
個
々
の
問
題
の
た
め
の
新
た
な
途
が
そ
れ
に
よ
り
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
多
く
の
点
で
新
し
い
基
礎
を
み
い
だ
し
た
も
の
と
信
じ



る
」
。
「
帰
属
」
が
ヴ
ィ
ア
ッ
ヵ
ー
か
ら
示
唆
を
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
「
物
権
的
請
求
権
」
は

「
財
貨
帰
属
法
と
し
て
の
物
権
法
」
と
い
う
構
想
の
一
部
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
体
系
書
に
関
す
る
書
評
の
多
く
が
帰
属

論
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
対
す
る
自
己
の
評
価
を
提
示
し
て
い
る
の
も
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。
以
下
で
は
、
著
者
の
構
成

に
し
た
が
い
、
帰
属
、
物
権
的
請
求
権
、
帰
属
法
の
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
順
に
み
て
い
こ
う
。

帰
属

ヴ
ェ
ス
タ

1
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
帰
属
」
と
い
う
概
念
は
以
下
の
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

基
礎

（一）ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l
も
は
っ
き
り
と
い
う
よ
う
に
、
「
物
権
性
の
本
質
と
は
そ
の
帰
属
機
能
（
目
白
骨

g号

E
E
5）
で
あ
る
」
。
物
権

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

性
の
本
質
を
語
る
際
に
は
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
で
は
な
く
現
行
法
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
制
度
の
描
写
が
問
題
と
な
る
」
、
と
い
う

基
本
ス
タ
ン
ス
か
ら
出
発
す
る
。
現
在
で
は
一
般
に
「
訴
訟
保
護
の
絶
対
性
」
あ
る
い
は
「
物
と
の
関
係
の
直
接
性
」
が
語
ら
れ
て

い
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
物
権
は
万
人
に
よ
り
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
返
還
ま
た
は
停
止
請
求
権
を

も
っ
て
侵
害
者
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
債
務
法
的
権
利
が
た
だ
債
務
者
に
対
し
て
の
み
訴
訟
可
能
性
を
与
え
る
の
と
は
異
な
る
と
い
う
。

後
者
は
物
が
客
体
と
し
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
る
と
し
、
権
利
者
と
他
人
の
関
係
・
対
象
の
財
産
へ
の
帰
属
を
問
題
に
し
な
い
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
物
権
が
有
体
物
に
制
限
さ
れ
る
の
は
概
念
上
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
訴
訟
保
護
の
絶
対
性
と
客
体

と
の
関
係
の
直
接
性
は
、
実
際
に
は
、
一
方
だ
け
で
も
双
方
合
わ
せ
て
も
満
足
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
む

し
ろ
物
権
の
財
貨
帰
属
機
能
の
発
露
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
。
①
帰
属
と
は
「
当
該
対
象
が
権
利
者
の
財
産
に
属
し
て
い
る
こ
と

（
NaoFEmE件
）
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
範
囲
は
「
権
利
の
性
質
」
に
よ
り
そ
の
時
々
で
規
定
さ
れ
る
。
②
帰
属
が
実
際
上
問
題
と

な
る
の
は
と
く
に
、
同
個
別
執
行
お
よ
び
包
括
執
行
、
川
処
分
、
川
損
害
の
調
整
に
つ
き
、
実
体
的
権
利
の
所
在
が
決
定
的
と
な
る

149 
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場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
帰
属
が
欠
飲
し
て
い
て
も
そ
の
「
外
観
」
が
あ
れ
ば
、
善
意
取
得
ま
た
は
善
意
弁
済
に
よ
り
一
定
の
限
度

で
帰
属
が
補
完
さ
れ
る
。
反
対
に
、
③
帰
属
は
「
対
象
に
つ
い
て
の
答
責
性
」
を
も
作
出
す
る
（
「
管
轄
〔
N
皇
位
急
事
包
〕
と
し
て
の

帰
属
」
）
。
だ
か
ら
、
所
有
者
は
自
己
の
所
有
権
の
危
険
性
に
つ
き
第
三
者
に
責
任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

債
務
法
と
の
関
係

lラO

（二）物
権
法
と
債
務
法
は
こ
う
区
別
さ
れ
る
。
物
権
法
の
主
た
る
使
命
は
「
物
を
特
定
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
」
に
あ
り
、
人
と
人
と

の
関
係
は
こ
れ
に
続
い
て
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
債
務
法
は
「
人
と
人
と
の
財
産
法
上
の
関
係
」
を
問
題
と
し
、
対
象
の
法
的
運
命

に
つ
い
て
は
せ
い
ぜ
い
間
接
的
に
関
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
両
者
が
区
別
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー

が
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
帰
属
客
体
と
し
て
の
債
権
の
対
象
化

2
2官
官
皇
官
色
。
F
g
m）
」
は
争
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
編
お
よ
び
学
向
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
物
権
法
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
、
そ
し
て
直
接
支
配
可
能
な
対

象
は
有
体
物
の
み
あ
る
い
は
有
体
物
に
は
他
の
対
象
と
は
異
な
る
特
別
な
法
形
式
が
妥
当
し
う
る
と
い
う
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
た
し
か
に
、
債
権
は
内
容
上
は
債
権
者
と
債
務
者
の
聞
の
法
的
拘
束
の
み
を
創
設
す
る
：
：
：
［
こ
こ
で
は
債
権
侵
害
の
問
題
に
は

立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
］
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
特
定
さ
れ
た
法
関
係
は
帰
属
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
の
能
力
を
有
す
る
対
象
な
の

で
あ
る
。
帰
属
は
直
接
的
か
つ
絶
対
的
に
作
用
す
る
」
。
①
債
権
も
帰
属
行
為
の
対
象
と
な
り
う
る
。
債
権
質
・
債
権
譲
渡
が
そ
の

例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
相
対
的
に
作
用
す
る
債
権
的
権
利
が
絶
対
的
に
作
用
す
る
帰
属
行
為
の
対
象
」
と
な
る
。
②
成
立
ま
た
は

移
転
に
よ
り
債
権
者
と
な
っ
た
者
は
「
万
人
に
対
す
る
権
利
の
担
い
手
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
権
利
者
の
処
分
ま
た
は
執
行

破
産
の
際
に
は
、
物
に
つ
き
そ
う
し
た
問
題
が
生
じ
た
場
合
と
同
様
に
規
律
さ
れ
る
。
③
債
権
譲
渡
は
物
所
有
権
譲
渡
と
「
機
能

上
」
「
本
質
的
同
一
性
」
を
有
す
る
。
だ
か
ら
、
公
示
原
則
は
と
も
か
く
、
無
因
原
理
と
特
定
原
則
の
適
用
・
債
権
譲
渡
担
保
と
物

譲
渡
担
保
の
問
題
構
造
の
同
定
の
よ
う
に
、
両
者
は
ひ
ろ
く
共
通
の
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
④
多
数
当
事
者
の
債
権
債
務
関
係
の

形
式
は
物
権
法
上
の
そ
の
よ
う
な
関
係
に
も
適
用
さ
れ
う
る
。
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他
の
法
領
域
と
の
関
係

「
第
三
編
［
物
権
編
］
で
規
制
さ
れ
た
諸
現
象
が
唯
一
の
帰
属
諸
形
式
と
い
う
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
他

の
、
民
法
と
そ
れ
以
外
の
私
法
に
お
い
て
規
制
さ
れ
た
諸
制
度
と
な
ら
ん
で
存
す
る
」
。
帰
属
は
「
法
上
財
貨
と
し
て
承
認
さ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
対
象
」
に
存
し
、
そ
の
効
果
は
「
つ
ね
に
客
体
と
の
直
接
的
な
関
係
と
訴
訟
保
護
の
絶
対
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「
す
べ
て
構
造
上
同
一
の
諸
現
象
」
と
み
ら
れ
る
。
①
債
権
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
②
無
体
財
産
権
（
著
作
権
、
特
許
権
）
、

③
男
女
同
権
法
に
よ
る
改
正
前
の
夫
の
管
理
用
益
権
、
④
氏
名
権
、
⑤
破
産
管
財
人
［
の
管
理
処
分
権
］
の
際
に
も
こ
う
し
た
現
象

が
み
ら
れ
、
⑥
営
業
に
つ
い
て
も
帰
属
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
「
あ
る
現
象
が
対
象
化
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
、
帰
属
の
問
題
も
ま
た

浮
上
す
る
の
で
あ
る
」
。

2 

物
権
的
請
求
権

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
は
物
権
法
の
体
系
化
の
際
に
、
「
物
権
的
請
求
権
」
を
「
帰
属
」
と
な
ら
ぶ
も
う
一

つ
の
支

概柱
念主に

位

置
つ
け
て
し亙

る

物
権
法
の
「
内
容
」
は
帰
属
を
語
る
だ
け
で
は
十
分
に
描
写
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
物
権
的
請
求
権
を
物
権
法
体
系
に
お
け
る

第
二
の
支
柱
と
み
な
す
理
由
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
「
対
象
の
二
重
の
帰
属
が
関
与
者
間
の
権
利
義
務
を
発
生
さ
せ
る
」
、
二
重
帰
属

は
所
有
者
｜
占
有
者
関
係
で
も
よ
い
、
こ
う
し
て
生
じ
る
「
請
求
権
」
が
物
権
的
請
求
権
と
呼
ば
れ
る
。
「
そ
の
法
［
律
］
上
の
原

因
（
問
。
各
仲
間

m
g忌
）
は
対
象
の
二
重
帰
属
で
あ
る
」
。
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。
川
あ
る
馬
が

E
か
ら
盗
ま
れ
、
善
意
の

G
が
こ

れ
を
取
得
す
る
。
善
意
取
得
は
排
斥
さ
れ
る
か
ら
、

G
は
所
有
者
に
は
な
ら
な
い
。

G
は
こ
の
馬
に
餌
を
や
り
、
こ
れ
を
用
い
て
い

た
。
そ
の
後
、

E
が
G
に
馬
の
返
還
を
訴
え
た
が
、

G
が
こ
の
馬
を
酷
使
し
た
た
め
、
現
在
で
は
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

lラ1
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佃
E
は
森
一
筆
つ
き
の
宅
地
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
登
記
簿
に
は
N
が
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
。

N
が
善
意
の
G
に
用
益

権
を
設
定
し
た
場
合
、
善
意
取
得
に
よ
り
こ
の
用
益
権
設
定
は
有
効
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

G
と
E
の
聞
に
は
法
律
上
一
連
の
権
利

義
務
が
生
じ
る
。
事
例
川
で
は
、
馬
は
E
の
財
産
に
帰
属
す
る
か
ら
、

G
に
帰
属
す
る
の
は
「
こ
の
動
物
の
外
面
的
所
持
」
「
占
有
」

の
み
で
あ
る
。
事
例
佃
で
は
、
所
有
権
は
E
、
用
益
権
は
G
と
い
う
ふ
う
に
土
地
の
二
重
帰
属
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を

も
っ
て
は
両
事
例
で
の
E

G
間
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
事
例
川
で
は
、

E
は
G
か
ら
返
還
請
求
権
に
よ
り
取
り
戻
し
、
事

情
に
よ
っ
て
は
賠
償
を
請
求
で
き
る
一
方
、

G
は
場
合
に
よ
っ
て
は
餌
代
を
請
求
し
う
る
。
他
方
、
事
例
佃
の
際
に
E
G
聞
に
生
じ

lラ2

る
権
利
義
務
は
多
様
で
あ
る
。

ω
債
務
法
上
の
請
求
権
と
の
対
比

物
権
的
請
求
権
は
次
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
。
①
右
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
な
る
債
務
法
上
の
基
礎
も
有
さ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
法
律
上
．
の
帰
属
要
件
（

N
g
a
E呂田
g
g
s
E）
」
と
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
②
債
務
法
上
の
関

係
は
物
権
的
請
求
権
を
補
充
ま
た
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
所
有
者
が
自
己
の
物
を
使
用
貸
借
す
る
場
合
に
は
、

物
権
的
請
求
権
と
な
ら
ん
で
使
用
貸
借
に
よ
る
請
求
権
が
存
す
る
し
、
要
役
地
所
有
者
と
承
役
地
所
有
者
と
の
聞
に
は
「
法
定
債
務

関
係
」
と
な
ら
ん
で
設
定
者
と
取
得
者
の
間
の
契
約
上
の
合
意
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
土
地
の
一
つ
が
移
転
さ
れ
る
な
ら
ば
新

所
有
者
と
の
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
「
物
権
的
法
関
係
」
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
事
例
川
佃
に
お
い
て
は
当
初
か
ら

「
二
重
帰
属
の
効
果
と
し
て
の
法
定
関
係
」
の
み
が
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
③
物
権
的
請
求
権
は
債
務
法
上
の
請
求
権
の
よ

う
に
、
た
だ
二
人
の
関
与
問
で
の
み
作
用
す
る
。
「
物
権
法
上
の
結
合
関
係
は
相
対
的
に
作
用
す
る
二
人
の
間
の
権
利
義
務
関
係
と

し
て
債
務
関
係
に
類
似
す
る
」
「
物
権
法
上
の
『
結
合
関
係
』
と
債
務
法
上
の
『
結
合
関
係
』
に
は
大
幅
な
類
似
性
が
確
認
さ
れ
る
」
。

そ
う
す
る
と
、
両
請
求
権
の
区
別
は
本
質
的
に
は
、
た
だ
「
成
立
要
件
の
相
違
」
の
み
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
「
物
権
的
請
求

権
の
際
に
は
二
重
帰
属
（
色
。
3
0宮
N
5
S
E年
一
色
）
、
債
務
法
上
の
請
求
権
の
際
に
は
債
務
法
上
の
事
象
（
聞
の
宮
寄
E
E
－－S
R



〈
。
同
窓
口
問
）
」
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
二
つ
の
請
求
権
は
「
本
質
的
同
一
性
」
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
債
務
法
規
定
の
補
充
適
用

と
す
れ
ば
、
債
務
法
の
一
般
規
定
が
物
権
的
請
求
権
に
適
用
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
き
わ
め
て
困
難
で
争
い
の
あ
る
問
い
に
は
次

の
よ
う
に
応
え
ら
れ
る
。
「
物
権
法
上
の
関
係
の
特
別
な
利
益
評
価
が
そ
れ
を
排
斥
し
な
い
限
り
、
補
充
的
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
。
適
用
範
聞
の
確
定
に
は
個
別
の
考
慮
を
要
す
る
。
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
規
定
で
あ
る
。
①
代
償
請
求
権

（B
G
B
二
八
一
条
［
現
二
八
五
条
］
）
、
②
信
義
誠
実
原
則
（
B
G
B
二
四
二
条
）
、
③
履
行
補
助
者
責
任
（
B
G
B
二
七
八
条
）
。
①
は
、

所
有
者

l
占
有
者
関
係
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
占
有
者
が
所
有
者
の
物
を
無
断
で
処
分
し
た
場
合
、
所
有
者
は
所
有
権
を
保
持
し
た

ま
ま
売
得
金
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
売
得
金
を
え
る
た
め
に
は
追
認
に
よ
り
処
分
を
有
効
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
B
G

B
八
一
六
条
）
。
も
し
も
代
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
追
認
は
不
要
と
な
り
、
占
有
者
は
所
有
者
の
売
得
金
請
求
と
取
得
者

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

の
追
奪
請
求
双
方
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
法
律
に
よ
り
企
図
さ
れ
た
「
犠
牲
の
限
界
」
を
歪

め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
②
に
つ
い
て
、
相
隣
関
係
お
よ
び
役
権
の
よ
う
に
、
物
権
法
上
の
関
係
そ
れ
自
体
が
す
で
に
信
義
誠
実

に
し
た
が
い
利
益
を
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
適
用
は
無
駄
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
般
的
に
は
支
配
的
見
解
と
と
も
に
、

「
帰
属
問
題
」
に
つ
い
て
は
格
別
、
「
す
べ
て
の
物
権
法
上
の
給
付
関
係
」
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
義
誠
実
は
「
結
合
関

係
に
つ
い
て
の
典
型
的
な
調
整
規
範
」
で
あ
り
、
権
利
者
と
義
務
者
の
利
益
を
調
整
す
る
債
務
法
上
の
請
求
権
に
適
合
的
で
あ
る
。

他
方
、
帰
属
は
「
財
貨
を
一
人
の
権
利
の
担
い
手
に
絶
対
的
に
帰
属
さ
せ
る
」
か
ら
、
利
益
調
整
で
は
な
く
「
一
義
的
な
帰
属
の
創

設
」
が
問
題
と
な
る
。
帰
属
そ
の
も
の
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
し
か
し
帰
属
か
ら
生
じ
る
物
権
的
請
求
権
す
な
わ
ち
結
合
関
係
に
は

適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
以
上
の
分
析
を
基
礎
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
結
論
は
「
法
的
安
定
性
と
公
平
の
要
求
」
に
も
適
合
す
る

の
で
あ
る
。
③
は
、
物
権
的
請
求
権
の
履
行
の
際
に
も
適
用
さ
れ
る
。
債
務
者
が
自
己
の
代
わ
り
に
補
助
者
に
行
為
さ
せ
て
い
る
場

合
債
務
者
は
自
己
の
補
助
者
の
有
責
に
つ
き
責
任
を
負
担
す
る
、
と
い
う
基
本
思
想
に
つ
い
て
は
義
務
の
成
立
原
因
は
問
題
と
な
ら

lう3



な
い
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
拾
得
者
ま
た
は
悪
意
者
が
物
を
自
己
の
お
手
伝
い
に
委
ね
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
者
の
有
責
に

1ラ4
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っ
き
責
任
を
負
う
。

3 

帰
属
法
の
特
殊
性

ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
帰
属
」
と
、
「
帰
属
を
変
動
さ
せ
る
行
為
（
N
S
Eロ
gmm宮
号
日
仏
O
C
O
R
E出
）
」
す
な
わ
ち
「
処
分

行
為
（
〈
R
B官
話
回
m
g
S態
こ
は
特
殊
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
特
殊
性
は
帰
属
法
の
強
行
的
規
制
に

よ
り
担
保
さ
れ
て
い
る
。

ハ
門
帰
属
の
特
殊
性

帰
属
の
特
殊
性
は
次
の
点
に
現
れ
る
。
第
一
に
、
絶
対
性
。
こ
れ
は
「
帰
属
機
能
の
発
露
」
と
呼
ば
れ
る
。
対
象
に
つ
き
確
固
と

し
た
財
産
法
上
の
地
位
を
与
え
る
と
い
う
目
的
は
、
帰
属
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
作
用
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
仮
登
記
義
務
者
の
処
分
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
相
対
的
に
作
用
す
る
帰
属
」
も
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
相
対
無
効

の
結
果
と
し
て
の
稀
有
な
例
外
、
「
体
系
に
反
す
る
異
物
」
に
と
ど
ま
る
。
だ
か
ら
、
立
法
者
は
一
般
に
は
取
消
し
の
よ
う
に
、
全

部
有
効
・
遡
及
的
全
部
無
効
と
い
う
構
成
に
よ
り
類
似
の
利
益
状
況
を
実
現
し
て
い
る
。
第
二
に
、
公
示
。
「
絶
対
性
に
対
応
す
る

の
が
帰
属
の
公
示
で
あ
る
」
。
帰
属
が
絶
対
的
に
作
用
す
る
以
上
、
経
済
そ
の
他
の
判
断
は
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
る
か
ら
、
財
産
対

象
の
帰
属
を
万
人
に
対
し
て
認
識
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
物
権
法
は
公
示
に
む
け
て
努
力
し
て
い
る
。
動
産
法

で
は
占
有
、
不
動
産
法
で
は
登
記
簿
を
用
い
、
占
有
と
登
記
に
推
定
効
を
与
え
、
さ
ら
に
善
意
取
得
制
度
を
設
け
て
い
る
。
動
産
所

有
権
移
転
は
公
示
原
則
を
つ
よ
く
破
壊
し
て
い
る
。
［
け
れ
ど
も
、
］
公
示
は
善
意
取
得
に
よ
り
「
少
な
く
と
も
間
接
的
に
」
担
保
さ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
善
意
取
得
の
リ
ス
ク
は
権
利
者
に
公
示
と
実
体
的
な
権
利
状
況
の
一
致
を
間
接
的
に
強
制
す
る
も
の
だ
か
ら
。

手
段
と
し
て
、
動
産
法
で
は
返
還
請
求
権
、
不
動
産
法
で
は
こ
れ
に
一
部
対
応
す
る
更
正
登
記
請
求
権
が
存
す
る
。
こ
う
し
た
公
示
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の
努
力
は
物
権
法
上
の
処
分
行
為
の
特
殊
な
構
成
に
通
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
対
象
の
帰
属
に
つ
い
て
は
公
示
原
則
は

貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
順
位
。
債
務
法
上
の
権
利
は
原
則
と
し
て
平
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
帰
属
が
分
割
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
帰
属
し
て
い
る
諸
権
利
に
は
順
位
関
係
が
存
す
る
」
。
そ
の
際
に
は
、
帰
属
機
能
に
基
づ
く
効
果
が
ふ
た
た
び
問
題
と
な

り
、
関
与
者
聞
に
は
一
定
の
関
係
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
に
、
自
己
の
物
の
上
の
権
利
。
制
限
物
権
と
こ
れ
を
負
担
す

る
所
有
権
が
混
同
す
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
物
権
が
維
持
さ
れ
る
。
「
制
限
物
権
は
完
全
権
と
並
存
す
る
独
立
し
た
帰
属
形
式
で

あ
る
と
い
う
観
念
」
が
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
債
務
法
上
の
関
係
と
異
な
り
、
概
念
上
二
人
の
関
与
者
を
前
提
と
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
自
己
の
物
の
上
の
権
利
の
典
型
は
、
い
わ
ゆ
る
所
有
者
土
地
担
保
権
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
所
有
者
の
経
済
上
の
利
益

と
登
記
簿
に
よ
る
公
示
の
整
備
に
か
ん
が
み
許
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
法
的
構
成
は
他
の
こ
う
し
た
権
利
の
形
成
に
と
っ
て

決
定
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

日
処
分
行
為
の
特
殊
性

帰
属
を
変
動
さ
せ
る
処
分
行
為
も
帰
属
の
特
殊
性
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
特
定
原
則
。
処
分
行
為
は
絶
対
効

を
と
も
な
う
帰
属
の
変
動
だ
か
ら
、
「
特
定
の
対
象
と
」
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
づ
け
行
為
で
あ
れ
ば
、
債
務

者
の
義
務
の
特
定
し
、
関
与
者
間
の
権
利
義
務
の
限
界
づ
け
が
可
能
に
な
れ
ば
十
分
で
あ
る
の
と
対
比
さ
れ
る
。
特
定
は
公
示
に
よ

り
担
保
さ
れ
る
が
、
物
権
的
合
意
も
帰
属
の
特
定
を
要
求
す
る
。
特
定
原
則
は
無
因
原
則
と
と
も
に
、
「
す
べ
て
の
帰
属
変
動
・
処

分
」
に
妥
当
す
る
「
共
通
の
基
本
的
特
質
」
で
あ
る
。
動
産
・
不
動
産
譲
渡
の
み
な
ら
ず
、
債
権
譲
渡
そ
の
他
の
権
利
（
た
と
え
ば

著
作
権
、
特
許
権
）
の
譲
渡
で
も
、
処
分
対
象
が
精
確
に
指
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
延
長
さ
れ
た
所
有
権

留
保
、
集
合
動
産
・
包
括
債
権
の
譲
渡
担
保
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
価
値
に
よ
る
特
定
で
は
十
分
で
な
く
、
各
対
象
の
特
定
が
必

要
で
あ
る
。
第
二
に
、
二
重
要
件
。
物
権
法
上
の
処
分
行
為
は
公
示
原
則
を
顧
慮
し
て
、
二
重
の
要
件
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
川

「
意
思
の
モ
メ
ン
ト
」
、
凶
「
実
行
の
モ
メ
ン
ト
」
。
川
は
物
権
的
合
意
、
聞
は
そ
の
実
行
行
為
す
な
わ
ち
動
産
処
分
に
お
け
る
引
渡

Iララ
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し
、
不
動
産
処
分
に
お
け
る
登
記
お
よ
び
債
権
質
に
お
け
る
通
知
を
い
う
。
凶
は
、
処
分
が
そ
の
時
点
に
つ
い
て
も
第
三
者
に
対
し

て
確
定
可
能
な
可
視
的
行
為
の
な
か
で
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
物
的
権
利
状
況
の
変
動
を
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
に
明
白
な
ら
し
め
る
、

と
い
う
二
重
の
機
能
を
有
す
る
。
凶
の
要
請
が
帰
属
の
特
殊
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
他
人
の
た
め
の
行
為
の
方
式
で

あ
る
代
理
と
追
完
の
対
比
に
よ
り
示
さ
れ
る
。
代
理
の
際
に
追
完
と
は
異
な
り
顕
名
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
た
ん
な
る
権
利
喪
失
で

は
な
く
、
権
利
義
務
の
帰
属
割
当
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
帰
属
は
そ
の
対
象
が
な
ん
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
周

知
す
る
こ
と
を
つ
よ
く
求
め
る
と
い
う
命
題
」
が
確
認
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
間
は
動
産
所
有
権
移
転
の
際

に
つ
よ
く
破
壊
さ
れ
、
債
権
そ
の
他
の
権
利
（
著
作
権
、
特
許
権
）
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
債
権
譲
渡
に
つ
き
公

示
・
通
知
を
放
棄
し
た
の
は
、
権
利
の
帰
属
は
動
産
・
不
動
産
の
そ
れ
の
よ
う
に
は
対
外
的
に
認
識
可
能
に
な
ら
な
い
こ
と
、
処
分

対
象
の
無
体
性
に
よ
る
が
、
債
権
譲
渡
が
債
権
質
と
異
な
り
物
権
法
で
は
な
く
債
務
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
法
技
術
上
の

偶
然
の
結
果
で
も
あ
る
。
こ
の
「
債
権
譲
渡
の
秘
密
性
」
か
ら
、
通
知
が
要
求
さ
れ
る
債
権
質
で
は
な
く
、
債
権
譲
渡
担
保
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
法
律
行
為
に
よ
ら
な
い
［
法
律
上
の
］
帰
属
変
動
に
つ
い
て
は
、
川
と
と
も
に
凶
も
放
棄
さ

れ
る
。
と
く
に
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
は
包
括
承
継
で
あ
る
。
第
三
に
、
無
因
性
。
無
因
原
則
は
先
述
の
よ
う
に
、
特
定
原
則
と

と
も
に
全
処
分
行
為
共
通
の
基
本
的
特
質
を
構
成
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
処
分
行
為
は
そ
の
法
律
上
の
原
因
す
な
わ
ち
処
分
者
の

帰
属
変
動
義
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
が
欠
訣
ま
た
は
脱
落
し
て
も
処
分
は
有
効
で
あ
り
、
処
分
の
成
果
の
回
復
は
不
当
利
得
に

1う6

よ
り
実

帰現
属さ
法れ
のる
強こ
行と
性きに

な
る

ヨ帰
属
と
処
分
行
為
の
特
殊
性
は
、
「
規
制
が
ひ
ろ
く
強
行
的
で
あ
る
こ
と
」
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
。
①
債
務
法
上
の
関
係
は
原
則

と
し
て
た
だ
関
与
者
と
そ
の
利
益
の
み
に
作
用
す
る
か
ら
、
契
約
自
由
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
他
方
、
帰
属
は
万
人
す
な
わ
ち
非

関
与
者
に
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
法
律
が
直
接
の
関
与
者
の
意
思
を
顧
慮
せ
ず
第
三
者
の
利
益
も
み
、
強
行
規
定
を



創
設
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
②
財
産
配
分
に
つ
い
て
の
「
法
的
安
定
性
と
明
白
性
へ
の
努
力
」
も
形
成
自
由
の
制
限
を
要

求
す
る
。
も
し
も
形
成
自
由
が
あ
る
な
ら
、
多
様
な
変
種
が
容
易
に
現
れ
、
不
明
確
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

③
所
有
者
が
自
己
の
所
有
権
に
過
渡
の
負
担
を
課
す
る
の
を
防
止
す
る
、
と
い
う
要
請
も
強
行
性
付
与
を
あ
る
程
度
規
定
し
た
も
の

と
い
え
る
。
こ
の
強
行
性
は
次
の
二
つ
の
現
象
に
現
れ
る
。
同
「
完
結
数
（
m
g
。E
2
8
5
Nを
）
」
、
川
「
類
型
強
制
」
。
す
な
わ
ち
、

当
事
者
は
新
た
な
帰
属
形
式
を
自
由
に
創
設
し
え
ず
（
同
）
、
法
律
が
認
め
る
範
囲
で
の
み
帰
属
関
係
を
変
更
し
う
る
（
川
）
。
た
と

え
ば
、
第
三
者
異
議
権
ま
た
は
取
戻
権
を
作
出
す
る
合
意
（
同
）
、
債
権
消
滅
は
抵
当
権
に
と
っ
て
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
合
意

（
川
）
を
し
て
も
無
効
で
あ
る
。
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－
w
－

（
制
）
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、

F

B吉
田
〉
日
。

E
∞
自
己
目
’
g
z
C
E戸
u
p

－
－
〉
忌
」
百
一
宮
m
E・
5
－
（
事
凶
。
＼

3
2）・∞－
a
P
E
g
g
z
o－E
F
－－

E
戸
百
一

N出一
F

E・
5
（
3
u
N）・∞・
MM。
u
E
R
F
C
F
－－

E
P
R
』
N
3
u
p
ω
・ョ。一

E
雪
荷
F
E
m－
M－
E
P
5一
回
－

3
P
ω
・
HEE－－
P
Z
F
R

O
E由
〉
百
♂
。
・
〉
己
p
s
h
N
3き
弘
・

5
S温
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
、
国
包
ロ
ロ
岳
阿
国
。
Z回目
2
L・〉口出－
L
口一

E
B
m
N
3
3
w
∞
・
コ

N・

lう7
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（但）

5
2
2〉
Z
F
∞
R
v
g同町。吉川

2
5同
L
E－
－
－
三
点
∞
・
合
唱
さ
ド

N
F
∞
・
汁
さ
N・
補
訂
者
は
第
六
版
に
お
い
て
、
川
本
文
①
な
い
し
③
の

叙
述
の
位
置
を
組
み
替
え
、
凶
E
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
批
判
に
対
し
て
応
接
し
、
同
帰
属
機
能
の
定
式
と
帰
属
の
包
括
性
と
部
分
性
の
説
明
を
補
充
し
て

い
る
が
、
第
七
版
で
は
一
旦
追
加
し
た
凶
を
削
除
し
て
い
る
。
当
日
目
星
〉
至
記
・
司
－

f
z
z〉
戸
∞
R
宮

5
去
よ
亡
己

Z
）
ド
∞
・

2
0唱
E
P

E
号
。
日
R
Z
J
O
N
W
ロ
－
即
）
唱
∞
・
。
・

（
拍
）
当
日
目
宮
〉
zzu
∞
R
Y
O号
2
宮
川
士
・
口
同
叫

O
M渇口－
N
・
同
点
∞
・
少
ア
∞
唱
－
ド

N
F
∞
・
少
∞
ヨ
。
・
補
訂
者
は
第
六
版
の
際
に
、
川
「
債
務
法
上
の
権
利
の
物
権

化
」
現
象
に
関
す
る
議
論
状
況
、
凶
債
権
帰
属
変
動
の
具
体
例
を
補
充
す
る
一
方
、
同
「
帰
属
は
直
接
的
か
つ
絶
対
的
に
作
用
す
る
」
と
い
う
断
言
、

凶
本
文
②
の
執
行
破
産
ケ
l
ス
と
③
の
叙
述
全
体
を
削
除
し
て
い
る
。
第
七
版
で
は
、
川
の
補
充
を
ふ
た
た
び
削
除
し
、
「
帰
属
客
体
と
し
て
の
債
権

の
対
象
化
」
と
い
う
表
現
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
典
と
民
法
学
の
問
題
性
に
関
す
る
叙
述
を
省
略
す
る
反
面
、
ピ
ツ
カ

l
に
依
拠
し
て
、
債
権
者
と
債

務
者
の
関
係
は
物
権
者
と
こ
れ
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
担
す
る
者
の
関
係
と
構
造
上
同
一
と
い
う
分
析
を
付
加
し
て
い
る
。
者
盟
国
間
玄
〉
ZZ＼一－
H
M

・

項
目
開
室
〉
Z
F
∞
R
F
O
R
o
n
z
J
O
N
W
ロ
－
。
）
凶
い
・

5
ム
ア
＝
’
HNU5J
∞
R
F
O
R
R
Z
J
3岨
ロ
－
。
）
ド

ω・－
O
ゆニ－

（M
判
）
垣
間
回
目
Z
E
F
∞
R

｝

M
O
R
E
E
f
o
M湖J
S
F
同
凶
ヨ
ロ
－
ド
見
切
・
少
メ
∞
唱

H
P
N
F
∞
少
∞
・
特
許
権
と
営
業
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

特
許
権
と
土
地
所
有
権
を
対
比
し
、
直
接
性
・
絶
対
性
お
よ
び
処
分
行
為
に
つ
き
両
者
に
同
一
の
規
律
が
妥
当
す
る
と
し
、
営
業
に
つ
い
て
は
先
行

研
究
の
分
析
か
ら
問
題
点
を
析
出
し
、
第
四
版
に
お
い
て
、
「
営
業
」
す
な
わ
ち
物
的
要
素
と
人
的
要
素
か
ら
な
る
統
一
体
は
取
得
者
の
法
的
地
位
の

純
対
的
保
護
を
と
も
な
う
が
、
帰
属
変
動
に
つ
い
て
の
特
別
な
形
式
を
欠
く
か
ら
個
々
の
権
利
に
予
定
さ
れ
た
形
式
を
も
っ
て
移
転
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
「
こ
の
意
味
に
お
い
て
営
業
は
対
象
と
そ
の
帰
属
と
し
て
問
題
と
な
り
う
る
」
と
い
う
0
5
J
U
E－
ぎ
の
旦
ム
ド
ロ
ド
∞
・
∞

up湖∞
R
F
m
R
R
z
f

o
N・
ロ
ド
∞
・
∞
・
補
訂
者
に
よ
り
、
第
六
版
以
降
、
川
管
理
用
益
権
・
破
産
管
財
人
の
例
が
脱
落
し
、
同
営
業
に
関
す
る
説
明
が
全
面
削
除
さ
れ
る
一
方
、

同
一
般
的
人
格
権
の
例
が
追
補
さ
れ
、
凶
［
物
権
性
］
本
質
論
は
［
物
権
法
と
い
う
］
現
代
の
法
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
の
秩
序
づ
け
の
要
求
に
も
は
や
無

条
件
に
は
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
文
句
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
項
目
目
宮
〉
Z
Z＼
国
・
問
者
盟
国
富
〉
Z
Z＠∞
R
－M
O
R
o
n
z
J
O
N
u
己
沼
口
戸
∞
－

P
E
5・＠∞
RVODE

円。。町一［
J
一一
Nゆ同凶唱］［同
Nu
∞－
A
W

リ－
0

・

（
川
町
）
者
盟
国
富
〉
Z
Zゆ∞
R
F
O
R
mの宮
f
o
N唱
E
f
同点∞・。，
E
w
－M－
NFH・∞－

p
－N・
第
六
版
以
降
は
補
訂
者
に
よ
り
、
物
権
的
請
求
権
の
法
律
上
の
原
因
に
関

す
る
本
文
の
強
調
っ
き
定
式
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
項
目
目
星
〉
Z
Z＼
一
・
知
名
目
目
星
〉
Z
Z唱∞
R
Z
E
R
E
E
F
O
ド
回
目
ア
∞
・
ニ
ム
N
U
B－－∞宮町
O
R
2｝昆
J
O
N－

lう8
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（
判
）
者
盟
国
富
〉
Z
F
∞
R
Z
E
R
E
f
o
M咽
自
】
ド
ヨ
∞
・

5
リ－ド

N戸∞・

5
唱＝－－

N・
第
五
版
で
は
、
本
文
②
の
末
尾
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
H
ラ
イ
ザ

l
の
指
摘

に
応
接
し
、
二
重
帰
属
の
み
が
物
権
的
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
、
け
れ
ど
も
そ
れ
が
「
実
際
上
も
っ
と
も
意
義
深
い
原

因
」
で
あ
る
こ
と
を
補
足
し
て
い
る
。
第
四
版
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
記
述
で
あ
る
。
戸
円
。
宵
宮
の
F
J
O
N
W
E
－－∞・

5u
－u
h
R
r
R
2
v
t
w
o
ド

自
ア
∞
・

5
・
補
訂
者
は
第
六
版
に
お
い
て
、
物
権
的
請
求
権
の
説
明
に
つ
き
次
の
点
を
補
充
し
て
い
る
。
川
侵
害
に
よ
り
発
生
・
状
態
の
回
復
を
志
向
、

川
万
人
が
名
宛
人
、
川
物
権
者
の
「
特
別
な
権
利
実
現
機
能
」
、
凶
相
手
方
の
有
責
性
の
不
問
、
同
執
行
破
産
に
お
け
る
特
別
強
化
（
第
三
者
異
議
の

訴
え
、
取
戻
権
）
。
反
面
、
本
文
②
末
尾
の
事
例
川
団
へ
の
あ
て
は
め
、
第
五
版
に
お
け
る
右
記
の
補
充
、
「
成
立
要
件
の
相
違
」
に
関
す
る
鋭
利
な

定
式
を
削
除
し
て
い
る
。
書
2
2
E
Z記
・
問
看
盟
国
宮
匡
F
E♀

5
5。
ZE
－－

OMLHHY
∞
・
ロ
’
己
一
－
0
・h
R
v
g
m
n
z
J
O
N－－ロ－
h
－ニ

BHN・

（
初
）
「
法
定
債
務
関
係
」
「
物
権
的
法
関
係
」
「
法
定
関
係
」
は
文
脈
上
、
す
べ
て
物
権
的
請
求
権
を
め
ぐ
る
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
係

を

mmmOHN腎
F
o
p
pミ
ミ
ィ

o吾
箆
昨
日
回
目
。
と
み
る
、
つ
ま
り
性
質
論
に
つ
き
い
わ
ゆ
る
債
務
説
に
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
E
臣
室
〉
喜
ゆ
営
岳
g
’

g
z
二
M
Lロ
ア
∞
・
－
C
温〈
m－
－
告
の
宮
合
唱

5σ
）
ゆ
∞
・
片
言
白
星
〉
ZZ＼
国
・
問
書
2

2〉
Z
F
∞
R
F
O
E
R
Z
J
o
f
H
M
白）温

ω・凶・

（
特
）
ヴ
ェ
ス
タ

l
マ
ン
が

N
E忌
ミ
荷
主
同
を

N
g
E
E
a
と
同
様
の
意
味
で
用
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
J

色－

g
n
v
m注
目
F
∞g官
o
s
g伊
百
一

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

同－
N
3凶凶リ∞－＝∞・

（
判
）
項
目
司
宮
〉
Z
F
∞
R
Z号。。
z
f
o
Nゅ口
H
P
－d
∞・

5
1－
M唱
N
F
∞
－
＝
－
ニ
’
－

M
Lド
a
－・

0
2
L〈
少
ズ
∞
－

E
E品
∞
・
次
の
ケ
l
ス
も
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
。

山
存
続
に
お
い
て
は
帰
属
要
件
に
か
か
わ
ら
な
い
請
求
権
は
、
特
別
な
例
外
が
妥
当
し
な
い
限
り
、
債
務
法
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
本

文
事
例
聞
に
お
い
て

G
が
家
屋
を
義
務
に
反
し
て
保
険
に
入
れ
な
い
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
債
務
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

「
物
権
的
性
質
は
請
求
権
の
成
立
の
み
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
内
容
と
展
開
に
は
影
響
を
与
え
な
い
」
。
凶
法
律
自
体
が
適
用
を
認
め
て
い
る
場
合
が

あ
る
。

B
G
B
九
九

O
条
二
項
は
悪
意
占
有
者
責
任
、

B
G
B
一
一
四
六
条
は
抵
当
目
的
物
所
有
者
責
任
に
つ
き
遅
滞
法
を
適
用
し
て
い
る
。
間
代

償
請
求
権
は
所
有
者
占
有
者
関
係
を
除
け
ば
、
特
別
な
利
益
状
況
が
そ
れ
に
反
対
し
な
い
限
り
、
物
権
的
請
求
権
に
も
適
用
さ
れ
う
る
。
判
例
も

居
住
権
（

B
G
B
一
O
九
三
条
）
に
つ
き
そ
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
初
版
以
来
の
叙
述
で
あ
る

o
F
Z宵
z
s
f
o
ド

E
P
∞・

5
’ニ－

補
訂
者
は
、
第
六
版
に
お
い
て
、
川
占
有
者
が
所
有
者
に
返
還
義
務
を
負
う
場
合
に
返
還
要
件
お
よ
び
返
還
場
所
に
つ
き
債
務
法
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
補
充
し
、
問
所
有
者
占
有
者
関
係
に
対
す
る
代
償
請
求
権
の
適
用
に
関
す
る
叙
述
の
位
置
を
組
み
替
え
、
川
仮
登
記
権

者
の
遅
延
賠
償
請
求
の
肯
否
を
付
加
し
、
凶
信
義
誠
実
原
則
の
帰
属
問
題
に
対
す
る
適
用
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
。
項
目
司

Z
E
Z記
・
問
者
耳
目
マ
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E
Z
Z
U
R
V
m
E
E
Z
J
。ド

E
M
凶唱∞－

E
P
E
u
－－）－
w∞
R
F
O
R
R
E
J
O
N－
E
M
凶
弘
・
－

N’
Z
・

（
卸
）
評
5
2
2
F
∞
R
F
O
R
E
Rゅ
2
u
F
同
点
∞
・
己
EZWN0・
NFF
∞
・
己
L
A
U
M
C頃
毛
・

2
岨
戸
見

ω・－
H
N－
・
補
訂
者
は
第
六
版
に
お
い
て
、
帰
属
の
特

殊
性
に
つ
き
次
の
点
を
補
充
し
て
い
る
。
川
絶
対
性
に
つ
い
て
は
、
①
万
人
に
対
し
て
全
法
的
観
点
の
も
と
で
権
利
者
と
い
う
定
式
、
返
還
請
求
権
・

除
去
停
止
請
求
権
・
不
法
行
為
的
保
護
の
導
出
、
②
「
権
利
の
分
解
可
能
性
」
の
承
認
例
（
住
居
所
有
権
〔
法
律
〕
、
信
託
〔
判
例
〕
）
、
③
制
限
物
権

の
絶
対
性
の
説
明
、
凶
公
示
に
つ
い
て
は
、
占
有
の
公
示
機
能
に
関
す
る
パ
ウ
ア
i
の
見
解
へ
の
応
接
。
第
七
版
で
は
、
公
示
と
実
体
の
一
致
の
手

段
の
記
述
を
削
除
し
、
公
示
と
処
分
行
為
の
構
成
の
関
係
の
記
述
を
他
の
場
所
に
移
行
し
て
い
る
。
者
耳
目
回
忌
〉
ZZ記
・
問
者
自
目
星
〉
ZFω
白

n
v
m
E
R宮小

F
2
L
H
gユ
）
の
）
ド
∞
・
－

F
E’No－
－
－
∞
R
V
O号。。
Z
J
2
H
M
L
P
∞・－

P
N「

（
引
）
書
2

2
〉
Z
F
∞
R
Z
E
E
Z
J
o
p
－－
L
よ
∞
－
－

Z
P
N
O’Mア
N
R・∞・

5
Lゴ
∞
温

M
。，N－
K
L
m二
三
点
∞
－

M∞
・
次
の
点
を
補
足
し
て
お
く
。
川
公

一
不
の
放
棄
に
つ
き
、
同
動
産
上
の
質
権
・
用
益
権
放
棄
、
川
海
上
船
舶
の
所
有
権
移
転
も
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
同
「
第
三
者
の
た
め
の
処
分
」
の
可

否
を
問
い
、
支
配
的
見
解
に
抗
し
て
、
第
三
者
の
た
め
の
契
約
（

B
G
B
三
二
八
条
）
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
。
川
川
・
聞
は
初
版
以

来
で
あ
る
が
、
川
同
は
第
五
版
に
お
い
て
挿
入
さ
れ
た
記
述
で
あ
る
。
戸
宮
官
宮
各
f
o
y
口

Nhf
∞－

E
L∞・
3
h
p
∞
R
F
O
R
E
F
t－
o
ド
ロ
ド
∞
・

5
・
補
訂
者
は
第
六
版
の
際
に
、
川
延
長
さ
れ
た
所
有
権
留
保
に
お
け
る
特
定
方
法
、
凶
「
営
業
」
売
却
の
際
の
特
定
原
則
の
制
限
に
関
す
る
叙
述
を

補
充
す
る
反
面
、
側
代
理
と
追
完
の
対
比
で
引
か
れ
た
本
文
の
命
題
を
削
除
す
る
。
第
七
版
で
は
、
仰
の
叙
述
を
ふ
た
た
び
削
除
す
る
一
方
、
延
長

さ
れ
た
所
有
権
留
保
・
集
合
財
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
特
定
性
の
緩
和
を
指
摘
し
、
債
権
譲
渡
担
保
の
秘
密
性
に
対
処
す
る
も
の
と
し
て
他
の
法
秩

序
に
お
け
る
「
登
録
担
保
権
」
導
入
の
試
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
者
盟
国
喜
屋
4
4

＼
岡
山
・
問
者
盟
国
宮
〉
Z
F
∞
R
V
O号。。
z
J
2・ロ－

N
Z
・∞・

MMEMP
区一回目）
J

皆
号
。
耳
目
n
E
J
o
u
w
ロ－

N
仏）弘－

MO’N
f
M
M－

（臼）

S
P
2
2〉
Z
F
ω
5
2
2吃・
3

F
同点∞－

MO’N
Y
N
f
N
F
∞－

N0・
補
訂
者
は
第
六
版
に
お
い
て
、
強
行
性
の
緩
和
現
象
を
補
充
し
、
産
業
保
護
法

の
領
域
に
お
け
る
移
転
可
能
な
法
的
地
位
の
数
の
拡
張
（
同
の
緩
和
）
、
所
有
権
移
転
型
担
保
の
展
開
（
川
の
緩
和
）
を
挙
げ
て
い
る
。
者
盟
国
間
’

E
Z
Z＼戸畑

g
g目
Z
E
F
∞
R
Z号。。伊丹
J
2
u
E
N・∞－
M斗’
M∞一
5
・w∞
R
Z
R
R
E
J
2暗
自
ド
∞
－

M品・
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五

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
物
権
性
本
質
論
、
ひ
い
て
は
私
法
に
お
け
る
「
帰
属
」
概
念
の
意
味
・
位
置
づ
け
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
法

に
お
け
る
帰
属
論
の
発
展
を
、
ロ
ー
マ
日
普
通
法
学
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
か
ら
出
発
し
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
を
経
由
し
て
、
主
唱
者

で
あ
る
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
に
い
た
る
ま
で
分
析
し
た
。
包
括
的
な
分
析
・
検
討
は
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
以
降
の
発
展
を
追
跡
し
た
あ
と

に
行
う
が
、
中
間
的
総
括
と
し
て
基
本
的
な
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
各
論
者
の
議
論
は
、
「
帰
属
論
」
と
い
う
か
た
ち
で
一
括
り
に
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の

一
口
に
「
帰
属
論
」
と
い
っ
て
も
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
多
様
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
主
張

考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

内
容
に
看
過
で
き
な
い
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

ま
ず
、
帰
属
論
の
萌
芽
（
二
）
。
ヴ
ィ
ル
ト
、
プ
リ
ン
ツ
、
プ
ン
ト
シ
ャ

l
ル
ト
は
、
前
二
者
と
後
者
に
お
い
て
、

一
は
ロ

l
マ

日
普
通
法
、
他
は
ゲ
ル
マ
ン
法
と
い
う
よ
う
に
対
象
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
物
権
法
枠
内
に
お
け
る
所
有
権
の
位
置
、
具
体
的
に
は

所
有
権
と
そ
の
制
限
の
関
係
を
追
及
す
る
と
い
う
意
味
で
は
同
一
の
関
心
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
H
普
通
法
で
は
所

有
権
は
元
来
無
制
約
で
あ
る
が
、
制
限
物
権
が
設
定
さ
れ
て
も
所
有
者
の
所
在
に
変
更
は
な
く
、
他
方
、
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
も
と
も

と
所
有
権
と
制
限
物
権
に
は
質
的
差
異
は
な
く
、
家
人
法
に
お
け
る
内
部
所
有
権
も
な
お
所
有
権
と
語
ら
れ
う
る
。
こ
こ
か
ら
、
出

発
点
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
「
支
配
な
き
所
有
権
」
も
所
有
権
と
規
定
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
同
一
の
問
い
が
生
じ
る
。
か

れ
ら
が
主
張
す
る
帰
属
論
は
こ
の
間
い
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「
支
配
」
と
「
帰
属
」
と
い
う
対
立
軸
を
設
定
し
、
所

有
権
の
本
質
は
前
者
で
は
な
く
後
者
に
あ
る
か
ら
、
制
限
的
所
有
権
も
所
有
権
で
あ
る
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
タ
イ
プ
の
帰
属
論
が
念
頭
に
お
く
の
は
、
あ
く
ま
で
「
所
有
権
」
本
質
論
で
あ
る
。
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
は
所
有
権
の
本
質
は
「
帰

属
」
、
制
限
物
権
の
そ
れ
は
「
支
配
」
と
い
う
独
創
的
な
主
張
を
展
開
し
、
他
方
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
は
制
限
物
権
に
つ
い
て
は
と
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く
に
触
れ
て
い
な
い
。
制
限
物
権
に
も
同
一
の
理
解
を
及
ぼ
す
の
は
論
理
上
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
問
い
を
前

提
と
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ま
れ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
物
権
法
体
系
の
問
題
性
、
ま
た
、
解

釈
論
上
の
諸
問
題
に
対
し
て
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
も
、
か
れ
ら
の
関
心
事
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
帰
属
論
の
起
点
（
一
二
）
。
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
は
ナ
チ
ス
の
法
改
革
運
動
に
向
け
て
新
た
な
財
産
法
体
系
を
提
唱
す
る
。
そ
こ

で
は
、
「
物
権
法
」
と
「
債
務
法
」
の
対
置
か
ら
「
財
産
秩
序
」
（
前
者
の
拡
張
）
と
「
契
約
秩
序
」
（
後
者
の
制
限
）
の
対
置
へ
、
と

い
う
体
系
再
編
が
企
図
さ
れ
る
。
「
財
産
秩
序
」
、
す
な
わ
ち
物
H
有
体
物
の
法
の
み
な
ら
ず
無
体
物
お
よ
び
そ
れ
ら
の
総
体
を
も
含

ん
だ
財
産
の
法
と
い
う
新
た
な
体
系
の
一
翼
の
基
礎
に
定
位
さ
れ
る
の
が
、
「
帰
属
」
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ

l
の
い
う
帰
属
論
は
、
「
所
有
権
」
ど
こ
ろ
か
「
物
権
」
を
も
乗
り
越
え
、
広
く
「
財
産
」
全
体
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
。
か
れ
の
問
題
・
歴
史
分
析
に
よ
れ
ば
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

l
テ
ィ
オ
l
ネ
ン
体
系
は
狭
い
論
理

的
な
物
概
念
・
物
権
法
を
有
す
る
体
系
と
広
い
機
能
的
な
物
概
念
・
財
産
法
を
有
す
る
体
系
の
対
立
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
こ
う
し

た
両
者
の
相
違
は
要
す
る
に
、

4
綱
理
。
と
ク
機
能
。
と
い
う
基
礎
的
・
思
想
的
・
方
法
的
視
座
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
と
み
な

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
分
析
を
も
と
に
、
ナ
チ
ス
法
学
よ
ろ
し
く
前
者
を
退
け
後
者
に
与
し
、
「
債
務
法
と
物
権
法
の
聞
の
区
別
は
、

体
系
の
な
か
で
社
会
の
現
実
を
描
写
せ
よ
、
と
の
要
求
に
十
分
に
応
え
て
い
な
い
」
と
断
じ
る
。
あ
り
う
べ
き
体
系
構
想
と
し
て
、

財
産
秩
序
の
み
、
契
約
秩
序
の
み
、
双
方
の
並
置
の
三
つ
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
で
も
機
能
的
分
析
か
ら
最
後
の
方
向
す
な
わ
ち
「
財

産
秩
序
」
と
「
契
約
秩
序
」
の
体
系
を
志
向
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
の
問
題
意
識
は
財
産
法
体
系
の
再
編
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
解
釈
論
的
構
成
に
は
あ
ま
り
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
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最
後
に
、
帰
属
論
の
展
開
（
四
）
。
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
は
「
物
権
性
の
本
質
」
に
つ
き
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
で
は
な
く
現
行
法

に
よ
り
展
開
さ
れ
た
制
度
の
描
写
」
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
財
産
法
体
系
を
志
向
す
る
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
の
帰
属
論
に
し
た

が
う
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
い
わ
ば
披
行
的
性
格
が
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
の
構
想
を
い
さ
さ
か
不
明
朗
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ



る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
権
性
の
本
質
と
は
そ
の
帰
属
機
能
で
あ
る
」
と
定
式
化
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
、

帰
属
は
債
権
・
無
体
物
・
財
産
の
よ
う
な
「
法
上
財
貨
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
対
象
」
に
つ
き
語
ら
れ
る
と
い
う
。
そ

う
す
る
と
ひ
る
が
え
っ
て
、
帰
属
は
「
物
権
」
固
有
の
性
格
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
の
ち
の
批
判
は
主

と
し
て
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
は
物
権
法
体
系
の
第
一
の
支
柱
と
し
て
「
帰
属
」
概
念
を
提
唱
し
、

ドイツ法における財貨帰属の理論（水津太郎）

絶
対
性
・
直
接
性
は
そ
の
発
露
に
す
ぎ
な
い
と
み
、
も
う
一
つ
の
支
柱
で
あ
る
物
権
的
請
求
権
を
「
対
象
の
二
重
帰
属
」
よ
り
基
礎

づ
け
た
あ
と
、
帰
属
の
特
殊
性
（
絶
対
性
・
公
示
・
順
位
・
自
己
の
物
の
上
の
権
利
）
、
帰
属
変
動
行
為
H
処
分
行
為
の
特
殊
性
（
特
定

原
則
・
二
重
要
件
・
無
因
性
）
、
こ
れ
ら
を
担
保
す
る
た
め
の
帰
属
法
の
強
行
性
（
完
結
数
・
類
型
強
制
）
を
取
り
上
げ
、
帰
属
を
起
点

と
し
た
物
権
法
体
系
と
こ
れ
に
接
合
す
る
解
釈
論
上
の
諸
準
則
に
つ
き
詳
細
か
つ
明
確
な
解
説
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の

方
向
は
『
物
権
法
体
系
書
』
と
い
う
著
書
の
性
格
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
か
、
債
権
譲
渡
な

ど
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
物
権
法
以
外
、
た
と
え
ば
債
務
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
と
帰
属
の
関
係
な

ど
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
「
帰
属
論
」
を
語
る
際
に
は
次
の
相
違
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
物
権
債
権
峻
別
体
系
を

前
提
と
す
る
の
か
（
萌
芽
・
展
開
）
、
体
系
再
編
を
構
想
す
る
の
か
（
起
点
）
、
第
二
に
、
所
有
権
を
対
象
と
す
る
の
か
（
萌
芽
）
、
物

権
一
般
を
対
象
と
す
る
の
か
（
展
開
）
、
お
よ
そ
財
産
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
の
か
（
起
点
）
、
第
三
に
、
体
系
の
抽
象
的
基
礎
づ
け

の
み
を
志
向
す
る
の
か
（
萌
芽
・
起
点
）
、
解
釈
論
上
有
用
な
概
念
構
築
ま
で
を
企
図
す
る
の
か
（
展
開
）

0

こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ス
タ
l
マ
ン
以
降
の
発
展
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
立
ち
入
っ
た
分
析
・
検
討
を
行
っ
た
あ
と
、

そ
こ
か
ら
え
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
わ
が
国
の
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
次
稿
の
課
題
で
あ
る
。
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